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伊藤陽一

別格差の総合指数について①－ＧＥＭとGender

Gaplndexを材料に－

ジェンダーに関する統計指標に関しては，この連載の第４回に指標体系をとりあげた。一国

の女性と男性の生活の多様な分野を男女格差・差B'｣に注目しながら，統計・統計指標でどうお

さえ，どう配列するかの問題であった。これについては日本の具体例としてＮWEC/伊藤編の

「男女共同参画統計データブック2003』あるいは『同書2006』が用意された。多くの弱さ

を持ちつつ，この領域の問題は，次に統計データが著しく少なくなる都道府県あるいは政令都

市，さらに市区町村において，ジェンダー統計分析書をどう作成するのか，また担当者である

職員・住民の統計能力をどう高めるのかである。筆者のジェンダー統計に関わる作業は，この

ところ地域ジェンダー統計分析書に向けられている。

しかし，ジェンダー統計指標論としては，各分野の指標・指数を総合した女性の地位あるい

は男女差に関する総合指数(複合指数)の問題があり，この連載では，特に問題とされるべき

ＵＮＤＰのＧＥＭを正面からはとりあげないできた2.1995年の発表以来，国際的にも国内的に

も広く引用されているＵＮＤＰのジェンダー関係指標，特にＧＥＭについて，筆者はこれが発

表された直後に関東支部例会において疑義を呈し３，その後，たちいった論評を加えたこともあ

ったからである4．論評のしめくくりは「このような見当はずれの議論を引き起こすような

ＵＮＤＰの指数・尺度は罪つくりだと思わざるをえない。生活の全場面での男女平等を個々に追

求するという立場からは，意味の暖昧なＵＮＤＰ指標をめぐる議論で，時間をロスしあるいは

ミスリードすることは許されない」であり，時間をロスしたくないという想いもあったからで

１経済統計学会ジエンダー統計研究部会ニユースレターに伊藤が連載している小論の第１０回から第１５回分を

連載している｡第１～第9回分は,『研究所報』No.１５(200812)に掲載した。

２前回(9)の2.3政策評価と統計指標をめぐる統計的諸問題の⑤で梅田氏他の論議を消化する形で，

総合指数化の際の一般的注意点を示した。

３伊藤陽一①(1996）「国連開発計画･人間開発報告1955の統計指標をめぐって｣経済統計学会関
東支部例会(１月)発表と配布資料

４②伊藤陽一(1999)｢ＵＮＤＰ人間貧困指数の検討一国際機関による指標の批判的活用の一環とし

て｣経済統計学会全国研究総会(９月)の発表と配布資料,③(2001)｢世界の貧困に関する統計･統
計指標一世界銀行と国連開発計画(ＵＮＤＰ)の統計を中心に｣近昭夫他編『現代日本経済の分析

と統計』北海道大学図書刊行会,④(2001)上記論文の提出後に,ＩAOSの２０００年総会でJacob

RytenによるＵＮＤＰのHDIを対象にした基本的な批判の提出に遭遇した｡これを追記的に書き
入れて上記②の一部を再録した｡(2001)｢ＵＮＤＰの統計指標をめぐって｣『研究所報一統計と人権

および開発一IAOS2000をめぐって』No27(法政大学日本統計研究所)。この所報には,⑤Jacob

Rytenによる｢人間開発指数は存在すべきか？｣を訳出した｡⑥(水野谷武志と共著)(2003)｢専門
的技術的職業における性別職務分離と無行女性の就業意識一就業構造基本調査リサンプリング

集計表による分析一｣【(科学研究費補助金研究結果報告書に掲載ののち,『研究所報一男女参加
（ジェンダー)統計』No.35(法政大学日本統計研究所)に再録した】｡いわゆるﾐｸﾛ統計を使用して

ＧＥＭの構成要素である専門的技術的職業における女性割合の上昇が,職務分離(水平と垂直)の
進行を内蔵している点を指摘した。
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ある。とかくするうちに，世界経済フォーラムが２００５年と２００６年の報告書｢ジエンダー･ギャ

ップ指数｣を発表した。２００５年指数に改訂を加えた２００６年報告書での新たな指数を，杉橋や

よい会員が，立ち入った検討を加えた5゜これに触発されて，ジェンダー格差等にかかわる総合

指数をこの連載でもとりあげ，討議を進める刺激にし，同時に過去の伊藤の見解を振り返りな

がら，このテーマについての筆者のスタンスを提示しておきたい，と考えたのである｡今回は，

ＧＥＭに関する自分の過去の論議をふりかえるうちに，紙数をかなり費やしてしまった。

Jbumamf曰HUmanDev巴ﾉﾋ胆meJTZ2W5！7(2)のＧＥＭ特集にふれ，ＧＧＩの検討，そして，「総合

指数の提案」ということはありうるのか，の論議は次回②に譲ることにしたい。

１．ＧＥＭをめぐる批判の経過

1.1ジェンダー・エンパワーメント尺度（ＧＥＭ）とは．【経過と計算方法】ＵＮＤＰが1990

年から，人間開発指数等を新たに提起して出版し始めた『人間開発報告書』は，北京女性会議

に向けた1995年版で「ジェンダーと人間開発」を特集し，GDIやGＤＭなどジェンダー関連指

標を公表した｡ＧＥＭの計算方法は,人間開発指数の延長線上にあり，(i)a・国会の女性議員割合，

ｂ＜行政職･管理職＞とく専門的･技術的職業＞における女性割合の単純平均値，ｃ・推定勤労所

得，の３分野の4指標をとりあげ，（､)0.1の数値に換算して，（in)３つの値をそれぞれ1/３のウ

エイトで単純平均したものである。その_'二でＧＥＭ値によって世界の国の||頂位付けをしている。

【尺度は何を測っているか】報告書は，この尺度は｢政治，経済活動領域における女性と男性

のエンパワーメン卜（能力と機会の拡大の程度）を比較測定しようとする｣。上記のb・は｢経済

活動への参加と政策決定能力｣，ａは「政治参加と政策決定能力｣，ｃは経済力（経済資源に対す

る力）を示す，という。

1２算定結果【順位】２００６年版での国別順位は以下のとおりである。（i)ノルウェー，（､）

スウェーデン，（iii)アイスランド，（iv)デンマーク，（v)ベルギー，（vi)フィンランド…．(9)ドイ

ツ,(11)ｶﾅﾀﾞ,(12)アメリカ合衆国(16)イギリス,(42)日本,(45)ＦＴﾜｰｦｰ百ﾗ],(53)韓国。
【国の□囲いは人間開発中位国】。

【日本と中国】日本：[女性国会議員割合1107％，〔議員，高官，管理職〕１０位，〔専門職・技

術職〕46位,[女性の男性に対する推定勤労所得比率]044,国:GEMの値･順位なし｡[女
性国会議員割合120.3％，［女性の男性に対する勤労所得比率]064

【その他】ＧＥＭ掲載の第２４表の部分指標には，「議員が高官，管理者」となっている。３要

因のうちの１つと異なる指標，高官と管理者を議員と一括する理由の説明はない。

1.3問題点筆者は，脚注２と３に掲げた（⑤を除く）文献において，ＧＥＭを以下の点で批判

した。①この尺度は概念において，男女格差を示すものではなく，あいまいである，②何を示

すのであれ，基礎指標の分野も各分野指標も少なく，生活諸分野を，そして各分野を丁寧に反

映したとは言えない｡特に(非農)推定勤労所得をとりあげて,途上国における農民を無視した，

また国会の女性割合だけをとりあげて，閣僚や地方議会等の女性割合を捨象している，③統計

計算上では，３分野のウエイトを等しくし，ｂ・の行政･管理職と専門･技術職のウエイトも等し

５杉橋やよい(2007)｢世界経済フォーラムによるジェンダー格差の総合指数一紹介と検討一｣同上『研

究所報』No.３５所収｡これは２００６年経済統計学会第５０回全国研究総会のジエンダー統計セッシ

ョンでの報告を補強したものである。
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<しており，総合化の計算式に男女平等のペナルティ(不平等のパラメータ)を強くするか弱く

するかの係数として導入したＥ＝２の理由が示されていない，④基礎データの品質に問題があ

る，⑤(i)総合化，と(ij)順位付けを急ぐ必要があるのかという疑問がある，等々’である。

1.4ＧＥＭに対する筆者の批判，誤用の広がりと2006年版における新たな説明。【筆者の批判

とIAOS2000での批判】筆者の批判を脚注３の文献②から引用すると，（GEMの）「所得につ

いて言えば，経済活動における資源へのアクセス（信用，生産，市場情報，保育施設，燃料・

水への)等をすべて捨象している。GDIで指摘したが，非農業賃金を，農業を含む経済活動人口

に広げて計算している。この賃金については，そもそも原データの真実性が怪しいし，性別格

差のデータはさらに入手が困難なはずである。GDIと違って，逓減計算を施さない所得を使っ

ている点で，形式的に不整合ではない。・・・・逓減計算を行わない値を使うことによって，

先進国の所得水準の高さが所得要素の指数を高いものにし，先進国のＧＥＭを高い値にしてい

る。・・・日本に関していうなら，これまで国会議員比率が国別には100位以下であったし，賃

金格差は途上国を含めての順位でも最低レベルだろう（この格差のとり方も粗っぽくて問題が

あるのだが)。そして，垂直的職務分離の大きさも強いものであった。しかし，第二要素（上

記のｂ－伊藤注釈）の扱いで職務分離が消え去る仕掛けがあり，国際的に高位な所得（賃金）

の水準が作用して，日本は30から40位につけたりする。この順位を以って，あるいはＧＤＩと

HDIの順位と比較して，日本のジェンダー平等が遅れていると論じるケースが目につく。しか

し，ジェンダー平等にだけに絞って筆者の直感でいうなら日本は100位以下であろう｣。この叙

述に続けて，はじめに，で引用した文「意味のあいまいなＵＮＤＰ指標をめぐる論議で，時間を

ロスしあるいはミスリードすることは許されない」で締めくくったのであった。

そしてIAOS2000を経た脚注3の文献④では「・・先端を切ったかの如く見えるUNDP指標が

迷走を重ねている。実は出発点で，異質な諸問題の統計を単純（原文では加重としていた訂正

する）平均し，点数化し，ランキングしようとする誤った道を選んで走り出したため，部分的

に修正を加えても（そして，実はＵＮＤＰ指標を批判的に論評する者は，何らかの修正提案をし

なければまずいかの如き風潮がある)，根本的な解決にはならない。筆者は，出発点に戻って

道を選びなおすのが正解と思えるのだが，走り続けてますます出発点から遠くへ行ってしまっ

ているUNDP指標を，どうするのだろうか。非専門家，そしてさらに真面目にこれら指標の検

討に幾らかの時間を投入した専門家もまた振り回されているていると言わざるをえな

い。。.・・・・統計活用の強化をめざす中で，ＵＮＤＰ指標の迷走は教訓的である。IAOS-2000

の論議には，問題によっては，数量を扱わないという意見，質的側面を重視する意見，統計の

誤用への警戒，ＵＮＤＰ指標的方向（各国比較やランキング）ヘの広い批判が隠然と，そして陽

表的にあった。「会議の結論要約」の第７点目（本所報，ｐ､13）もこのスタンスである。統計を

良く知る者の見解であり，統計界の健全性を示したといえる」と述べた。

【上記の第7点目の一部を抜粋すると以下の通りである。「・・・同じく，開発指標の構築に

おいて基礎にした基本的な統計，定義と方法の改善作業を追求するべきである。『会議中に，

開発指標で測定した前進によって各国をランクづけすることは，不正確な推定や誤った解釈の

危険をもたらすというシグナルを発する声が強くあがった。この点で，専門家の過半数が，今

日，われわれは国をランクづけする方法に固執するべきでなく，何よりも開発過程の展開を分
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折し，傾向を認識するべきである。この意味で，同じ情況，文化的脈絡および開発問題を経験

している国のグループをとりあげる，地域レベルでの比較アプローチの方がより好ましい』と

いう意見を持った｣】。

【誤用】IAOS2000では,上記のようにＵＮＤＰ指標への批判もかなり見られたが,一部では，

UNDP指標をF砺七〒~てﾖﾆｦﾖ,それら各種指標間の相関などを論じる｢研究｣などがあり,上
に示した会議も結論要約の第７点は，こういった一部の論議への戒めであるとも読める。

また日本での使用について言えば，男女共同参画に関する最重要の基本文書である「男女共

同参画計画(第２次)」（2005年12月)が，その第一部「基本的考え方」の２の(2)の①で「2020

年までに，社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30％程度

になるように期待し，各分野における取組を促進する。その際，ジェンダー・エンパワーメン

卜指数（GEM）（＊）が2005年において80か国中43位であり，改善が進んでいないことも踏ま

え，管理職への女性の登用などにつき，それぞれの分野における達成状況を常に検証しつつ施

策を進める」と述ぺている。「人間開発指数が10位以内の高位であるのに対して，ＧＥＭが40位

前後であるのは，日本における男女平等の立ち遅れのあらわれである」という論議の立て方は，

実に広く流布してしまっているｓｏ

これに対して，筆者の見解は，男女平等に関しては100位程度ではあるまいか，ということ

であった。そして，これらのランキング指標は，絶対的評価ではなく，（偏差値のように）相

対的評価なのであり，日本での各方面での女性割合が30％に至っても，ＧＥＭ（そのときまだ

ＧＥＭが廃止されていないと仮定すると）の国別||頂位がさらに低下する事態もありうる，ことも

付け加えておこう。

【その後の経緯】筆者は当初の批判ののち，ＵＮＤＰ指標に立ち入り「建設的」批判をするこ

とには，筆者の優先課題の数々からみると時間のロスと考えて，これには立ち入らず，他の課

題に従事してきた。この間，上に書いたが，第一に，IAOS-2000でのJ・Ryten(脚注３の⑤)や会

議の結論要約は，筆者の当初の論議のサポートとして受け止めていた。ところで，第二に，世

界経済フォーラムが，2005年報告書でジェンダー･ギャップ指数を7,2006年報告書で，前年の

指数を修正した指数を発表した。この指数は，UNDPのＧＥＭのあいまいさを念頭において，

意味と計算方法を明瞭にしたものと推察できる。この指数は，筆者の理解では，UNDPのＧＥＭ

の批判になっているし，上に引用したとおり筆者の「ジェンダー平等にだけに絞って筆者の直

感でいうなら日本は100位以下であろう」といった際に，ほぼ念頭においていた計算の方法を

体現した感もある。ちなみに，日本は79位である【これも怪しいことは後に論じる】・第三に，

これに先立って2000年以前に，筆者自身は，東京で開催された『人間開発報告書』の紹介での

UNDPの公開会議で，そしてＮＹのUNDPを訪問して，２回にわたって，当時『報告書』の責任

者（フクダ・サキコ・パーさん）に対して，『人間開発報告書』の本体の非常に意欲的な内容

６筆者が編集者になっている『男女共同参画統計データプック」では，用語解説では，「必ずしも男女平

等度を示す指標ではない。・・統計学からの批判を受け－部修正されている．.」とし,掲載の是非に迷
ったうえで掲載した表（附属資料４）の脚注では，「UNDP指標はその限界に注意して使う必要がある。・・

この指標に対しては統計学からきびしい批判がある」とた゜具体的にどう使うべきか，使うぺきでないか

を明示していない点など，この説明では足りない。

７科学研究費関係の小さな研究会でこれに批判的コメントを加えた。

－１８７－



には賛成だが，UNDP指標には統計学の専門家としては反対であるという意見を個人的には伝

えてある。

ＵＮＤＰの関連指標の開発・発表時点からその周囲ですら絶えなかった批判，IAOS-2000その

他の機会に示された統計学分野からの批判，そしてジェンダー格差指数の登場の影響であろう

と思われるが,『人間開発報告書2006』は"Readersguideandnotestotables,'欄を設けて，

筆者にとっては「言い訳」と受け止められる説明をしている。

２『人間開発報告書」2006年版での新しい説明

報告書は，pp279-280(邦訳，ｐｐ329.330)で「表24と２５：ジェンダー開発関連指数とＧＥＭ

を改めてとりあげる」という項目をたてて「・・GDIとＧＥＭの10年周年を機に，人間開発報

告書事務局は２つの指数の評価を行い，改善すべき部分を特定し，人間開発の重要側面として

のジェンダー平等を調べるための代替的測定道具を考察した。本項はこのプロジェクトからの

主な知見を要約し，これら指数に対する可能な変更の概略を述べている。このプロジェクトに

向けて準備された論文と，それらを論じるために組織されたワークショップの議事録は，

Jbumaﾉ"fmmanDeveﾉﾋﾘｐｍｅｍの特集号【訳者注７(2)2006】に発表されている｡」と言い，

(1)【筆者がこの番号を挿入】「GDIの『誤った』解釈｣，（２）「GEM－働きの尺度（ameasureof

agency)｣，（３）「GDIとＧＥＭの見直しで提起された問題」の項目のもとに説明している。

注目点を掲げよう。第一に，(2)で「｢貧困国は勤労所得が平等に分配されていても高いＧＥＭ

値を達成できない。逆に富裕国は３つの側面におけるジェンダー格差が小さいか，あるいは(勤

労所得の要素がＧＥＭを引き上げるため)，国が豊かであることによって【男女格差が大きくて

も－伊藤が挿入】ＧＥＭで良い結果が得られる」といい，ＧＥＭは男女格差を示す指標ではない

ことを明言している。

第二に，(3)見直し提案での５つの小項目を簡約化あるいは引用で紹介し，筆者のコメントを

付そう。

①【この番号も伊藤が挿入】GDIとＧＥＭの提示と説明を改善する－読者がこの２つの指数を十

分理解した上で利用するのに役立てる。【伊藤：出発点の基礎概念が，Ａセン流れの思考の延

長解釈に嵌ってしまい，計算方法ふくめて説明の難しい指数にしてしまった。説明の改善とい

うが，説明の改善で片付くものではないだろうＬ

②男性と女性について別個のHDIを創り出して，GDIと置き換える－ジェンダーに関する差異

をより直感的に提示する方法は，男性と女性について別々のHDIを作ることだろう。２つの指

数の違いが，GDIよりも解釈を容易にするだろう。【伊藤：単一の指数を誇っていたGDIを２つ

にわけて比較する。２つにわけたあとでまた格差指数でも作成するのだろうか。単一指数の無

理がこういったことを生み出している】。

③男性と女性の勤労所得に関する問題に取り組む一・・・男女別の所得データが少ないので，

GDIとＧＥＭの現在の算出における最も大きな課題である｡」．.（この）推定は非農業部門の賃

金比率と男女別労働力参加率に基づいている。この手法には重大な欠点がある。第一に，基礎

データが入手不可能な場合が多い。第二に世帯内で所得が移転することで，多くの場合，個々

の世帯構成員の生活水準の差は，実際の勤労所得が示唆するよりも少なくなる。現在進行中の

作業はジェンダー格差の測定を改良する可能性を持つが，これらの問題への容易な方法はない。
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【伊藤：④で所得水準をとりあげ，ここではデータ問題について語っている。ここで指摘され

ていることは国際統計の常識に属する。留意すべきは，このような大きな問題を無視して，指

数計算を急ぎ，しかも国を順位づけするという傲慢さが10年間も放置されてきたことである。

国際統計界に定着しつつある統計品質論での水準，自らの生産物の品質を，分かり易さをふく

めて利用者に提供する等々，から見ても問題だったといわざるを得ない。ＵＮＤＰの指数をめぐ

る組織問題をふくむ政治経済学を論じたい気もするが，時間のロスなのでやめるＬ

④所得の割合を伴うＧＥＭを作成する－ＧＥＭはある国における絶対的所得水準を含む，という

ことは富裕国のみが高いＧＥＭ得点を達成することが可能なのである.平均所得水準よりも男女

間の相対的な所得割合のみを考慮すればこの問題は改善されるだろう。【伊藤：これはＧＥＭを

格差指数として純化するという根本的変化につながる。そして，ＧＥＭのこれまでのすべての説

明の放棄である。ところで，格差を4指標3項目だけで語れるのか。すでに世界経済フォーラム

がより詳細なＧＧＩを用意しているのだが。ついでながら付言すれば，この方向での計算をする

なら，日本の順位は40位から遇かに'１項位をおとす。これに国内外の関係機関一ＧＥＭを拠り所

にしていた－はどう反応するのだろうか。ＵＮＤＰの無責任批判もでるだろう。そしてそれは，

UNDPのこの指数関係者の責任なのだが，彼らには響かないだろう】

⑤新しい指標を検討する－要するに介護という無償労働や女性に対する暴力が入っていない

のが重大な問題である。これらを指標に取り入れるのはいまのところ不可能である。しかし『人

間開発報告書」はこれらデータの開発を奨励し監視していく。【すでに，人間開発指数やジェ

ンダー関係指標が登場した1990年前後の議論にあった論点の，しかも－部だけがここにいきな

り指摘されているとの感を持たざるを得ない。ＧＥＭにこれらを取り入れるのか？これも

ＧＥＭの大きな修正であり，関連多指標を多く取り入れていく方向はＧＧＩが進めているところで

ある。もちろんデータの入手が難しいし，指標値にどう取り入れるかの技術的問題がある｡】

以上の紹介･検討から見通しうることは，ＧＥＭからＧGIへ。すなわち，ＧＥＭの内容の根本的

変更．したがって国別順位の大変動，言い換えると事実上のＧＥＭの停止である。先にはジェン

ダー･ギャップ指数(ＧＧＩ:GenderGaplndex)が待っている｡必要な論議は,cﾉbumaﾉOfYHhJman

Devgﾉbpmentで無駄な時間を費やさずに，杉橋会員の検討を材料にしてＧＧＩを検討しながら，

先を展望することである。

ジェンダー統計研究(11） 別格差の総合指数について②－ＧＥＭとＧＧＩを

材料に－

【今回で暫定的結論までを想定していたが，なお検討の継続になった．お許しいただきたい｡】

３Ｊbumaﾉ"HhJmaJTDel'巴j”mejT82006年７月特集号（Vb１．７，ＮＯ２）８に関連して

3.1性別格差等に関する総合指数の在り方を検討している。前回はＵＮＤＰの関連指標，特に

GEMへの筆者自身の批判をふりかえり，ＵＮＤＰの『人間開発報告書』で，反省･修正の動き

●

８この雑誌の所蔵は日本では意外に少ない｡ＪＩＣＡ研修所図書館(市ヶ谷)が図杏室で参照した｡ＵＮＤＰへの
電子的直接的購入も可能。

－１８９－



があることを示した。

特に，この問題に関して特集を組んだ『人間開発雑誌』2006年７月特集号[7(2)]は引き合い

に出されることも多いと思われるので簡単にふりかえっておく。この特集は，SKlasenをゲス

ト編集者として，①編集者の序論，②DSchuler「ジェンダー関係開発指数とＧＥＭの利用と

誤用｣，③NFolbre「ケアの測定：ジェンダー，エンパワメントとケア経済｣，④SChant「総

合化されたジェンダー指数との関連での「貧困の女性化」の再考｣，⑤BCueva「女性のエンパ

ワメントの測定において見失われたこと｣，⑥SKlasen「ＵＮＤＰのジェンダー関係尺度：幾つ

かの概念的問題と可能な解決策｣，⑦ＤＡ､Geske「ジェンダー平等の測定における新しい出発に

向けて：討論への寄与」から構成されている。①Klassenの序論は，特集に至った経過と特集

論文等の内容の要約になっている。これを中心に紹介しよう。

３２２００５年に指標提起の１０年後に再考が開始され，その後２００５年７－８月のオンライン討議

フォーラム，２００６年１月のＮＹでの専門家会議(ワークショップ)を経て，この討議を広い読者

に提供するためにＪＨＤでの特集になった。

(1)Klasenはこの特集の論文の要点と他の関連論文に言及している。②はＧＤＩそしてＧＥＭが

ジェンダー不平等の尺度と誤解されていることを指摘し，③はケア経済をとりあげ，両指標は

非市場活動を除外していると指摘し，④は両指標が｢貧困の女性化｣のある面をとりあげている

が，他の多くの側面の取り上げていない－努力の女性化，貧困女性の窮状，質的情報しか利用

できないジェンダー化された福利が軽視･無視されていること，物的貧困，男女の労働に対す

る経済的リターン，労働時間・時間使用におけるジェンダー差をとりあげるぺき，とする。⑤

はエンパワメント問題を取り上げ，指数がエリートや経済的に優位にある女性の地位をとりあ

げているという。国会の女性割合は地方議会の女性割合と相関していない，政治的に効果のあ

る尺度の必要,失業率の取り上げの必要,世帯レベルでのエンパワメントと暴力,身体の管理，

セクシユアリティ，再生産，権利規範，実践，利害集団等がとりあげられていないことを指

摘する。⑥は，両指数が，複合指数の有効性を制約する概念的・実践的に重大な問題点を持つ

と指摘し，ＧＤＩをジェンダー関連開発の主要尺度からはずす，別個に男性と女性のＨＤＩを作

成する，ＧＥＭの所得要素ではシェアをとりあげ格差指標とする，を提案している。⑦はＧＤＩ

を不平等指数に添加するべき，と指摘している。

(2)Klasenは，本特集にはとりあげなかったワークシヨップでの３論文一健康，教育，女性に

対する暴力をとりあげた－を紹介する。HewettはGDIにおける教育関係の初･中･上級の粗就

学率の総合と非識字とが相関しており，有効であるとし，Hooperは寿命に対して健康寿命に

おいて，女性の優位性が減じること。健康寿命の使用でヨーロッパ諸国でのランキングに変化

が生じること，MEUsbergは，会議での女性に対する暴力要因の導入の必要性を語り，幾つか

の提案をしているがデータの入手とこれの指数への取り入れについて勧告とともになお検討

を要する点を論じた。

(4)ワークショップは，現在使用中のジェンダー関連指標の改訂･修正に向けて大きな要求があ

るとみて，短期・中期･長期の勧告をした。

(i)短期に関する勧告。Ａ:ＧＤＩについて，（a)明確な説明，（b)データ不足の説明，（c)ＧＤＩの歴史

的データの提示，（｡)ジェンダー不平等によるペナルティとして，ＨＤＩをＧＤＩで除して国をラ

●
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ンキングする，（e)ＨＤＩを男性と女性について計算する。Ｂ:GEMについては，（a)所得レベルで

なく，所得の男女シェアを使う，（b)不平等嫌悪(aversion）パラメターを削除し，３つの女性・

男性比率の平均にする，（c)経済的意思決定要因での自営業者・経営者におけるジェンダー格差

を加える。Ｏデータの弱点についての説明の強化。

(血)中期に関する勧告。(a)ＧＤＩを主要な指標からはずす，（b)女性･男性比率を単純に平均する複

合指数で代える，（c)これら指数は寄せ集めから作成できるが（ＨＤＲＯは多くを持っている)，

なお検討するぺき点として，成果をみるのかエンパワメントをみるのか，個人と社会のどちら

のレベルの変数をみるか，少数の構成要素か多数か。健康と教育と経済資源に関わる３つが望

ましい。（d)女性についてだけの，家庭内暴力，出産に関わる負担，意思決定における不平等他

をふくむ情報をふくむ複合「女性の剥奪」尺度が必要。

(、)長期に関する勧告.(a)｢可処分の時間（レジャー？）あるいは可処分所得における不平等と，

その市場労働およびケア責任との関係｣，（b)暴力からの身体的安全/欠如の比較可能な指標の開

発，（c）「人間開発のジェンダー不平等だけでなく，－国でのジェンダー平等の促進を可能にす

る環境を検討する尺度の開発を考えること」である。

3.3文献史的にＧＤＩとＧＥＭの利用と誤用を文献史的にふりかえった②DSchulerをとりあ

げてみる。Schulerは国別人間開発報告やアカデミックな論文での正しい利用，指標に刺激さ

れて提案された新しい尺度を紹介した上で，誤用例を指摘する。それは，ＧＤＩとＧＥＭをジェ

ンダー平等の尺度と解釈する誤りが，国別ＨＤＲや専門論文にもあるとして具体的に名指しし

ている。「政策への影響と結論」とする部分で，「第一に,ＧＤＩについての多くの誤った解釈と，

国際的な新聞におけるＧＤＩとＧＥＭへの低い関心とによって，２つの尺度が持ちうる政策への

影響は疑問にみえる。第二に，ＧＤＩとＧＥＭは，開発途上国でも先進国においてもジェンダー

不平等の次元を十分には反映していないので批判された。最後に，国別および準国別の報告書

でのジェンダー問題の分析における弱点一十分なデータの欠如だけでなく，既存のデータを使

ったより深い記述的分析の欠如に反映している－が政策への影響の可能性を低めている｣。東

欧では限られており，その他の地域では影響力を持っていない，ともいう。結論として「ＧＤＩ

は誤った解釈をもたらす傾向のある尺度である。さらに，この誤用は，ジェンダー不平等の直

接的尺度に対する需要に光をあてた。簡単に獲得できる１つの尺度は，ＧＤＩに含まれている変

数の男性に対する女性比率の平均を計算することである。ＧＥＭもまた，所得要素の計算的特

徴によって不正確に解釈されている。この場合には勧告を１つするだけである。ＧＥＭは，も

し所得要素が，純粋に男女の所得シェアに基づくなら，はるかに一貫性を持つものになろう

（Klasen論文参照)｡」その上で，ＧＤＩとＧＥＭは異なる次元をとりあげているものとして維

持されるべきという(pl77)。

3.４早くからＧＥＭ等の弱点をそれなりに批判していたこの号の編集者Klasenは，残された

問題として一層の検討を要する点を両尺度について簡単に示唆している｡ＧＥＭに関しては｢(a）

構成要因を再考し，（政治的および経済的エリートではなく)女性と男性に最も影響する尺度を

ふくめるようにする（本号のCuevaの論文参照）．(b)現在，深刻な短所を持つＧＥＭのカバレ

ッジを改善する」である。

3.5以上に紹介したＧＥＭ等の改訂方向は前回紹介した『人間開発報告書2007」での説明と
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同じである。これに基づいて幾つかを指摘すると，第一に，日本の『男女共同参画白書』他で，

HDIに比較してＧＥＭの順位が低い点を指摘して日本の女性の地位なり男女平等を云々するこ

とは，（ＧＥＭがレベルと格差の両方を含んだ指数であること明示していない限り）誤った解釈

のひとつに位置づけられる。しかし，このような誤用・誤解釈を世界中で生むＧＤＩとＧＥＭを

提案し使用してきたＵＮＤＰに関与する者たちの責任が問われるべきであろう。同時にこのこ

とは，総合指数の構成の仕方一般への反省･教訓を与える。第二に，内容的に簡略化していう

と，ＧＤＩもＧＥＭもジェンダー不平等を示していない点が誤解をもたらしているのであり，ジ

ェンダー不平等を示す指標が必要であること，このためにはＧＥＭにおいて所得の男女シェア

比率等を使って純化することがひとつの方向である，ということであった。第三に，ここで，

幾らかＵＮＤＰの側にたち，いわゆる「正しい解釈」にふれつつ弁護すると，ＵＮＤＰはこれら

指標によって，女性のエンパワメントとして，①女性のエンパワメントのレベルと②男女の不

平等の両方を合わせ考えようとしている。女性が力量を発揮するためには一定レベルの所得水

準を確保し，多くの機会と条件に恵まれている社会，すなわち，社会の経済的その他の発展レ

ベルが必要である。このレベルとしてＵＮＤＰは所得で代表させ，これをふくむ単一の指数に

まとめてしまった。すると当然のことながら，「ジェンダー平等が達成されていても所得水準

が低い国ではＧＥＭは高くはならず，所得水準が高ければ，ジェンダー不平等の度合いが大き

くても（典型例が日本）ＧＥＭは一定の高さをもつ」ことになる。ＧＥＭを（誤解して）ジェン

ダー平等の尺度として解釈する者，あるいはＧＥＭにジェンダー平等の尺度としての働きを求

める者からみると，ＧＥＭは不適切なものといわざるを得ない。第四に，そこで，算式の複雑

や意味のあいまい化を避けて，単純かつ明瞭にしようとするとき，そしてＧＤＩ/GEM批判をふ

まえて，探られるべきひとつの方向は，ＧＥＭをジェンダー不平等指数として純化する方向で

ある。ＵＮＤＰが，所得項目を男女シェアとしてしまい，全項目で男女別シェアを見ることによ

ってジェンダー不平等尺度に転化することである。しかし，こういった不平等尺度は，世界経

済フォーラムが，ジェンダー格差指数（GenderGaplndex）として，２００６年報告でより大が

かりに用意している。これを検討する必要がある。第五に，上に紹介したＧＤＩとＧＥＭの批判

的検討，そして短期･中期・長期に向けての勧告の中には，必ずしも新しい指摘ではないが，

非市場活動や女性に対する暴力指標を何らかの形でとりあげる，エリート中心の指標ではない

か竿，留意すべき論議がある。第六に，すると，男女のエンパワメントのためのレベル（を考

慮すべきという指摘）をどう扱うか，の問題が残る。これは後に検討する。

４ジエンダー格差指数（GGI:GenderGapIndex）

経済フォーラムのＧＧＩについては，杉橋会員の紹介と論評9がある。幾らかの重複をふくみ

つつ特徴づけと幾つかのコメントをする。ＧGIは，ＧＥＭへの批判論議，そしておそらくＪＨＤ

の特集号をも念頭に入れての作成であろう。単純かつ意味は明確であるし，国別に諸要素の数

値を示し，レーダーチャートを用意しているのも読者の理解を助ける。ＧGIは以下を要点とす

る。

９杉橋やよい(2007)｢世界経済フォーラムによるジエンダー格差の総合指数一紹介と検討一｣同上『研究所報』

No.３５所収｡統計研究所ウエプサイトで参照可能。
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４．１概略の紹介（詳しくは杉橋，そして報告書10参照）

（１）基礎の考え。（i)レベルではなく格差を測定する，（､)手段あるいはインプットではなく，結

果の格差をおさえる,(iii)女性のエンパワメントではなくジェンダー平等によって国をラン

クづける（Ｐ６)。

(2)構成要素＝４つの柱。①)経済的な参加と機会(５変数)。（i)労働力率（データ出所：ILO)，

（､)同一労働の賃金格差(データとフォーラム参加の経営者の意見調査)，(iii)所得(ＨＤＲ)，

（iv)議員・上級公務員・管理者割合（LABOSTA）および(v)専門的技術的職業従事者

（LABOSTA)。②教育達成度（４変数)。（i)初等教育，（､)中等教育，（iiD高等教育での男女

割合,（v)識字率，それぞれＨＤＲを出所とする。③健康・生存(２変数)。(i)健康寿命(World

HealthStatistics)，（ii)出生時性比（WOrldHealthStatistics）．④政治的エンパワメント

（３変数)，（i)大臣（IPA)，（､)議員，（iii)過去５０年における執行部（首相あるいは大統領）

の年数割合（自己計算)，である。

(3)計算手順。①ステップ１：女性/男性比に換算。男性８０％で女性２０％の場合，２０/80＝０２５

とする，②ステップ２：ジェンダー平等の状態を１にする値に換算する。ただし，出生時性

比は０，９９４，寿命は１０６を使っている。この際，可能な２つの方法：格差の大きさをマイ

ナスとプラスをつかうマイナス･プラス尺度（negative-plusscale）と，女性が男性にどれ

だけ近いかを計る(one-sidedscale)指数のうち，後者をとる。③ステップ３：４分野の得点

を各指標にウエイトをつけて計算する。これは，特定個別比率の諸国における標準偏差の大

きいもののウエイトを小さくし，標準偏差の小さなもののウエイトを大きくして，各比率が

当該分野総合指数に同じ相対的影響を与えるものにするという考え方にたっている､説明で

の例によれば,初等教育就学率のように偏差が少ない－すなわちジェンダー格差が小さい一

個別指標には，大きなウエイトを与え，初等教育においてジェンダー格差が大きな国はペナ

ルティを大きく付けられるという。（方法論的にこの正規化あるいは標準化も掘り下げて考

えれば，問題を持つが，ここでは立ち入らない)。②で得たｏ－１の各点数にこのウエイトを

つけて４分野の得点を作成する。④ステップ４：４分野の数値を単純平均して当該国の得点

を得る。

(4)その他。ＧGIは，各分野の部分指数とともに，１を平等，Ｏを完全不平等とする値と順位に

よって理想との比較を可能にし，理想値への接近の度合いで各国ガジェンダー格差をどれだ

け縮小したかを直感的に把握できるのだ，ともいう。

４．２ＧＥＭ批判との照らし合わせ以上のＧＧＩは,筆者による以前のＧＥＭに対する批判点とし

て前回に1.3の問題点で示したうちの，①意味のあいまいさは，逃れている。また，ＧＥＭを不

平等尺度として純化するときに在りうるタイプである。そして「②何を示すのであれ’基礎指

標の分野も各分野指標も少なく，生活諸分野を，そして各分野を丁寧に反映したとは言えな

い｡」との関連では，とりあげている個別指標数ではＧＥＭよりも多い。これらをふくめて後に

検討しよう。

５．総合指数の基準一J・Ryten-の再検討

ＩＯＲ・Hausmann,LDTyson＆SZahide(2006)ｎｈｅＱﾉb6aﾉGende庁ＧａＰ｣?bpo〃”“WbrldEconomic
Forum,Genevaウエプサイトからダウンロード可能。
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5.1指標の総合化（複合指数)，あるいは部分指数の必要性をめぐって。（D2000年のIAOS会

議でＵＮＤＰ指数に徹底的な批判を加えたJRytenに対するアフリカの国連関係の女性からの反

論は，諸国がこの指標における順位をあげる努力を払うことによって実際の改善があり，指数

が実践的効果を発揮しているというものであった｡(ii)筆者も日本政府への男女共同参画等の諸

施策に関する折衝等において,日本の高位のHDIに対してＧＥＭに劣る点を示すのは説得力を持

つという話をされたことがある。(in)07年４月に中国でのジェンダー統計研修会に講師として参

加したとき，中国婦女連研究所からかなりの検討を経た指標体系に関する報告があった。研究

所の『婦女研究論集』も指標研究にひとつの重点をおいている。ここでは，健康，教育，経済，

意思決定，家庭，女性発展環境の5分野（第二層）について，合計53の指標（第三層）を配置

し，総合指数（第一層）にまとめている，州や都市を全国的にランキングすることはしていな

いが，分野別総合指数によって州内の各都市等を比較している。また，ジェンダー平等の程度

の把握と同時に，レベルをも考慮することは必要と考えていた【本所報，10-1秦論文を参照】。

(ｗ)この旅行の際に秦会員と総合あるいは部分指数の必要を討議した。秦会員は必要説であっ

た。問題に関する状況を要約した，できるだけ少ない指数，できれば単一の総合指数は，多く

の利用者にとって，その分野の詳細な統計にまで立ち入るわずらわしさを負わせることがない

し，各国や各地方が自らの位置を把握し（さらに改善をめざす努力を促す）点で有効である，

といった趣旨だったと思う。

ＧＥＭをふくめての筆者の批判は，前回示した文献でひととおり示した。上に述べた必要論を

ふまえて再考してみたい。すると当然のことながら，総合指数についての理論一一般原則や方

法一は何を語っているかが問われる。しかし，国際的にはＵＮＤＰ関係の指標を代表として，国

内的にも多くの総合指数指標が計算されている（｢豊かさ指標｣，「新国民生活指標（PLI）」，

「都市データパック｣，ダイヤモンド社の「都市ランキング」等々）にもかかわらず，複合指

数の基礎理論一原則･方法一を，筆者は知らない（ご承知の読者から教えいただければ幸いで

ある)。この手がかりのひとつが，ＵＮＤＰ指標の特にＨＤＩを念頭において2000年のIAOSで批判

したCanadaのJRyten1lである。

５２Rytenによる基本要件。Rytenの指摘を筆者なりに整理すると以下のとおりである。

(1)基本属性。①伝達可能性：「測定しているものは何か，作成に必要な要素を短く単純に説明

して，潜在的利用者の過半数に受け入れられ，理解される｣，②複製可能性：「関心を持った

利用者」が，作成して同じ結果に到達できる｣，③理論的基礎を持つ：「構成要素が，社会的・

経済的理論に対応している｣，④行動との関連：「数値結果によって政策を考えうる｣，⑤信

頼性：「数値が客観的方法等によっている｣。

②技術的特徴。①数字の構成要素は互いに独立的であるぺき，②構成要素の数は最小限である

（効率性)，③投入が安定的，④その数がもたらす情報は最大限である（有効性)，⑤共通の

メトリックを持つか，標準化されているぺき，⑥属性が合計される仕方一関数形とウエイト

ーは容易に理解できる。

１１Ｊ､Ryten(2000)"Shouldth…beHumanDevelopmentlndeX?”邦訳･伊藤(2001)｢人間開発指数は存
在すべきか｣『研究所報一統計と人権および開発一IAOS2000をめぐって』No27(法政大学日本統計研究

所)所収
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(3)政府統計機関による公表数値の要件。①適合性：責任ある政府統計機関が確認し，努力を正

当化するだけの優先度を持つ最終利用者を持つ，②頑強性：関数形とウエイトが小さな変化

に敏感すぎてはならず，時間にわたって安定的である，③十分性：時代の変化とともに生じ

る正しい疑問に答えつづけて有効性をもつべき。【Rytenはこの「公表可能性」基準が「統

計の品質」論議で欠けているとも指摘している｡】

(4)冗長性ない。：HDIは１人当たりＧＤＰ，識字率，寿命（健康）からなるが，後者２つがＧＤＰ

の変化で説明されるとすれば，総合化された指数は冗長である。

5.3Rytenの要件についての筆者のコメント

(1)予備的に｡第一に,Rytenは優れた指標としてGDPや消費者物価指数などを引き合いに出す。

ＵＮＤＰの諸指標がＧＤＰを中心とする理論・指標に対してⅢ経済成長論議が取り上げない諸問題

に注目して用意されていることを意識してのことであろうか。しかし，ＧＤＰやCPIと，生活の

広い分野の状況をとりあげる複合指数とでは性質が異なると考えられる。この点に違和感が残

る｡【同時に筆者はGDPを十全な経済指標とみなしうるかについてはRytenとは異なって問題点

を持つとみなしていると書いた】・第二に，政府統計機関による数値公表の要件を「品質」論

でもとりあげていない，と指摘している点は注目して良い。第三に，Rytenのこの指摘の含意

は，各国統計機関は，ＵＮＤＰの諸指標のようなものは作成･公表はしなかった，ということで

ある。そもそも，人口・経済統計の生産･発表を中心業務にしている政府統計機関は，こうい

った新領域についての意欲的な指数作成には取り組まないだろうし，指数の根拠･説明になお

不十分性があるなら，なおさらのことである。第四に，Rytenの指摘する要件は，既成の経済

指標を前提した上で，かなり詳細である。新領域についての総合指標の開発には，これら要件

を厳密に満たさない場合もありえて良いかもしれない。

ジェンダー統計研究(1２ 性別格差の総合指数について③

－ＧＥＭとGGIを材料に－

性別格差等に関する総合指数の在り方の検討の連載三回目である。①ではＵＮＤＰの関連指

標，特にＧＥＭへの筆者自身の批判をふりかえり，ＵＮＤＰの『人間開発報告書」で，反省･修

正の動きがあることを示した。前回の②では，JHD2006年７月でのＧＥＭをめぐる批判と改

訂論議を紹介し，新たな経済フォーラムが提起したGenderGaplndex（GＧＩ）を紹介した。

GＧＩがＧＥＭに勝る点を指摘しつつ，全面的検討を棚上げして，ＵＮＤＰの諸指数を批判した

CanadaのJacobRytenの論議を紹介した。

統計指標（Statisticallndicator）論議は，統計を政策立案・監視・評価に結びつけようとす

る多くの分野でますます盛んになっている。例えば，ＮＬ本号でとりあげているＯＥＣＤ主導の

世界フォーラムは，２００４年には``重要指標についての世界フォーラム”との副題を掲げて，「統

計，知識と政策」と銘打っていたし，２００７年には，主題に「社会の前進の測定と促進」をうた

い，副題を“統計，知識と政策に関する世界フォーラム，’とした。両年とも，政策との関連を

強調しながら，指標に関する広い論議を行っている。諸組織や政策を監視・評価する動きが社

会的に広がる中で，一方で統計指標が数値目標として取り上げられ，他方で諸側面を細かく示
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している多くの原データを集約した簡潔な指標(総合指標)が一層求められており，これらをふ

くめて指標や指数や総合指数が花盛りの様相を呈しているように見える。

６．『人間開発報告書2007-08年版』と「世界性別格差報告書２００７年版』でのジェンダー関

係指標

３回の連載での柱立ては重複しており集約する必要があるが，「人間開発報告書（HDR）

2007-08年版』がウエプサイトに公開されＧﾉb6aﾉGejTd泡rGaPR臼PDrZ2007年版が出版された。

項目６として紹介する。

6.1人間開発報告書2007-08年版2008年１月販売の2007-08年版のテーマは気候変動問題

であり，収録されている諸指数の基礎的あるいは参考資料の指標は意欲的で，国際文献の中で

も利用価値が高い。

とはいえ，われわれが注目すべき点は，ジェンダー関連指標や関連統計表における変化であ

る。２００６年版で関連する指標への批判が大きいことをはじめて表明し，手直しがあることを示

唆していたからである。しかし，07-08年版では，掲載統計表に新たなものがあるが，ジェン

ダー関係指標の基本に変化はない。「本年には，幾つかの既存の指標表にかなりの変更が加え

られ，３つの新しい表が含められた。これは，指標表をより政策適合的にし，また本年の報告

書のテーマとリンクさせる見地に立ってのことである。また新しい指標が，２００６年に行われた

ＧＤＩ－ＧＥＭの再検討の勧告の幾つかに対応として導入された。この結果，幾つかの指標表は，

「HDR2006』でその数を掲載していた指標表に対応してはいない」（ｐ223)。「性区分を持つ

国際比較可能な統計は，女性と男性に対するあらゆる形の差別の撤廃に向けての前進を評価す

るうえでの主要な課題である｡GDI-GEMの再検討からの勧告の幾つかに対応として,非ＯＥＣＤ

諸国での労働力参加についての新しい性区分のある指標が導入され，また既存の指標表が，よ

り多くの情報を提供するように修正された。以前には，失業指標はＯＥＣＤ諸国についてだけ

提示されていた。他の諸国についての比較可能なデータは不十分だったからである。新しい表

２１では，女性と男性についてのデータに加えて，就業者総数，失業，就業の経済活動別分布，

インフォーマル・セクターでの参加といった労働力統計が提示された。表３２の性別労働と時

間配分は，『HDR2006年度版』の表２８－女性と男性が時間を，市場活動と非市場活動にどの

ようにさいているかの情報を提供していた－の修正版である。非市場活動は，さらに区分され

て，女性と男性が毎日，料理，掃除，子育てに，身の回りのケアに，そして娯楽や他の社会活

動などの自由時間，にどれだけの時間を費やしているかの情報を提供する。人間開発報告書室

は，性区分をもつデータの入手可能性や品質の改善に向けて，各国，国際地域，および国際機

関とともに活動したい」（p224)。

とはいえ，この書物のＧＥＭの作成方法にふれたTbchnicalNoteをみると，この尺度の計算

方法に変化はない。また２００６年度版では，誤解を生まないように説明を強化すること等が語

られていたが，説明が強化されたようには見えない。既に指摘したが，誤解を生まないように

明確化するには，基本概念と尺度の計算法を大きく変えなければなるまい，多くの機関や読者

がＧＥＭに期待して（誤用している）内容一すなわち女性と男性の格差を示す指標一に転換し

て，意味明確な尺度にしようとすれば，すでに，GenderGaplndexが用意されている。ＨＤＲ

は選択すべき方向がないまま，ＧＧＩにとって代わられるのだろうか。ちなみに，ＧＥＭの日本
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の順位は２００６年の４２位から２００７年の５４位に後退している。

6２世界性別格差報告書２００７年での結果（日本の順位は９１位）これに対して，日本の

順位を２００６年版で１１５カ国中７９位，２００７年版で１２８カ国中９１位としているのが，世界経

済フォーラムの『世界性別格差報告書２００７年版』である．また後述するように，この指数の

計算方法は幾つかの問題点を持つ。あらかじめこの指数を特徴付ければ，ＧＥＭが持っていた

あいまいさ（到達レベルと性別格差の２つの混合）を排して性別格差に純化し，選択指標を増

やし，その指標値は既存機関の数値を借用して省エネ的に作成したものといえる。これによっ

て，ＧＥＭが意味のあいまいさを含めて持っていた根本的な難点の幾つかを克服している。以

下，２００８年版の結果による叙述の幾つか紹介しておく。

(1)この書物は，第一部「世界性別格差の測定」で基礎概念と指数の計算方法等を示し，世界全

体表として，総合||頂位表，部門指数順位，2006-07年比較，１９８２年以降の時系列，大陸別，さ

らに所得の高位・中位上・中位低・低位国別の表と図を提供している。第二部「国別プロファ

イル｣では各国別指標と特にレーダーチャートを示している。第一部での国際地域別概観から，

アジア・オセアニアについて抜粋しながら示していくと以下の通りである。「フィリッピン（６

位）とスリランカ(１５位)は，トシ２０位内の限られた国として位置を確保している。・・・・カ

ザフスタン(３２位)，ウズベクスタン（４１位)，（±アジアでは次に高位にあり，ベトナム（４２位）

がこれに次ぐ.タイが，議会における女性の割合の減少によって順位を下げて，４８位，中国が

順位を下げて７３位にある。・・・・中国は，健康，経済的参加と機会，賃金平等で改善があっ

たが，健康と生存に関する部分指数は非常に低いままである。・・・・日本は，指数で９１位で

ある，日本は健康と教育では平均以上にいるがⅢ経済的参加と政治的エンパワーメン卜での動

きで弱いのである。韓国は引き続き低い位置にあるが，労働力参加と賃金平等においてはわず

かながらの改善を示している。.・・・・最後に，バングラディシュ(100位)，インド（114位)，

イラン（118位)，パキスタン（126位）は，アジアの順位で最低にある。.・・・・」（ppl8-19)。

(2)その他地域の諸国をみていくと，北欧諸国は，スウェーデン(１位)，ノルウェー(2位)，フィ

ンランド（３位)，アイスランド（４位)，デンマーク（８位）でトップランクにいる。その他の

ヨーロッパでは，ドイツが順位を落として７位，アイルランド９位，スペイン１０位，英国１１

位，オランダ１２位，ラトビア１３位，リトアニア１４:位，スイス４０位，フランス５１位，イタ

リア８４位等である。北アメリカでは，アメリカ合衆国が３１位，カナダが１８位，中南米では，

キューバが２２位，コロンビア２４位，コスタリカ２８位，ジャマイカ３５位等である。中東では

イスラエルが３６位，クウェートが９６位，オセアニアのニュージーランドが５位，オーストラ

リア１７位，サハラ以南アフリカでは，南アフリカが２０位，レソト２６位，ナンビア２９位，タ

ンザニア３４位等である。

(3)報告書は，国別のＧＧＩ値と国際競争力の相関図，ＧＧＩ値と１人あたりＧＤＰの相関図を示

し，「両図は，ジェンダー平等と国の発展のレベルに相関があることを示している。・・・相関

は因果関係を証明しないが，女性のエンパワーは，一国の人的才能のより効果的利用を意味す

るという理論と山なす証拠と一致している」（p2o）という。

(4)報告書は結論として，指数結果が指摘する５つの重要点をあげる。①男女平等に至った国は

ない。最大は(男性１００に対して)80，低い国は４５よりわずかに上である。②レベルの女u何を
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問わず，利用可能な資源を平等に配分している国のパフォーマンスが良い。③指数は国別プロ

ファイルと結びつけると１４つの重要領域の各々で性別格差をどう縮小すべきか，およびそれ

らの結果をもたらしている法的・社会的枠組みのスナップショットを提供している。④前進も

交替も相対的に短い期間に起こりうることを示す。⑤「それは，性別格差と国の競争力の間の

相関を明るみに出し，それら諸国が国家的優先事項にジェンダー平等を導入するための追加的

刺激を提供している」（p､20)。指数計算の手順を次に検討するが，結論部分，諸国の位置，日

本の位置等，全体的な論議は，筆者の抱いている大体の把握と一致している。

７．性別格差指数（GenderGaplndex）の検討

社会の状況あるいは特定の問題状況が多側面を持ち，したがって多数の統計指標が様々な数

値的動向を示すときに，これらを要約して表現する複合指数が適切に作成できるなら，有用で

あろう。とはいえ，質的にかなり異なる領域での進展等を指数にまとめる複合指数は多く作成

されているが，基礎となる理論は用意されていないようにみえる。前回紹介したRytenの基準

も，必ずしも異質な分野での進展を総合する複合指数に見合った批判ではないだろう。以下で

は幾つかの点について検討してみたい。

7.1基礎概念一指数の意味一の明確性．①でふれた杉橋会員によるこの指数の紹介は，ほぼ報

告書の説明にそったものである。２００７年版も変わらない。（i)レベルの如何にかかわらず男女

格差に限定する，（ii)手段あるいはインプットではなく，結果（アウトカム）をみる，（iii)女性

のエンパワメントではなく男女格差に焦点をおく，という考え方は，結果として存在する男女

格差に焦点をあてて，理解しやすい。

7.2男女格差指標：４分野・１４指標。(1)分野と指標は以下のとおりである。①経済的な参加

と機会（i労働力率，ｉｉ賃金，iii推定所得，ｉｖ議員・政府高官・経営者，ｖ専門的・技術的職

業従事者)，②教育達成度（i識字率，ｉｉ初等教育レベルでの純就学率，iii中等教育レベルでの

純就学率，Ｗ高等教育レベルでの粗就学率）③政治的エンパワメント（ｉ議員数，ｉｉ大臣レベ

ルの女性，iii過去５０年の女性が国家の長であった年次数)，④健康と生存（i健康寿命，ｉｉ出

生性比)。

(2)分野の代表性。国連統計部の『世界の女性｣，UNECEの『ジェンダー統計ウエブサイト』，

日本のＮＷＥＣ『男女共同参画統計データプック』とを対比すると，女性に対する暴力，犯罪

がないが，できるだけ分野を絞ろうとすれば,最低限の分野をとりあげているようにも思える。

(3)個別指標の妥当性（代表性，結果性と独立性)。ａその分野での最重要な側面をとりあげて

いるか。ｂ・手段・政策ではなく諸背景・原因・要因が作用しての結果であるか，｡そして同じ

原因からの結果，あるいは原因一結果関係にある指標を重ねていないか，という点をみればど

うか。とりあげている問題が社会現象であり，背景，原因一結果(因果)関係や相互関係をふく

むので，ｂとｃを厳密に認定することは難しい。相対的に見てどういえるかを示してみよう。

①の労働力参加率と賃金は,経済参加を代表する指標である。とはいえ,賃金と推定所得は，

類似指標であり，個別指標としての独立性には疑問が残る。議員・政府高官・経営者は，経済

的機会の指標としては妙である。経済活動での機会をとりあげようとするなら，（潜在＋顕在）

失業者，や無償労働時間の差をとりあげるべきであるし，経営者はここに区分されることもあ

りうるが，議員・政府高官は基本的には意思決定に区分されるべきであろう。専門的・技術的
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職業従事者は，ＧＥＭでもとりあげているが，この職業グループ内に職務分離や男女間の所得

格差の拡大があり，非常に粗っぽい個別指標といわざるをえない。②の識字率は代表指標であ

る。とはいえ，識字率と就学率は独立的ではない。初等，中等，高等教育の就学率にいたって

は，完全に関連しており，類似指標を連ねたことになる。就学率は高等教育のみをとりあげる

とか何らかの工夫が必要である。もとよりＭＤＧｓは初等教育での男女の完全就学を求め，開

発途上国のかなりが，これを教育分野の第一の目標としていることは理解したうえでのことで

ある。③における女性の国家元首の過去５０年間における在任年数はどうか。これまでこの地

位に女性が着いたケースは先進国と途上国にいくつかある。しかし，性別格差が今もって大き

な一部の開発途上国での元首は，家系等に恵まれたエリート女性の場合があり，社会全体にお

ける女性の意思決定の進展とは必ずしも関連していない。とはいえ，女性元首に違和感を覚え

ない社会は，日本やアメリカ合衆国と違って評価されるべきではある。他方で，社会全体の情

況をみるなら，地方議会の議員割合に注目すべきである。意思決定への参加に広がりがある国

ではピラミッド型をえがき，女性少数エリートのみがトップを占めている丹頂鶴型との違いは，

地方議会の比率等を加えてはじめて可能だからである。元首指標は，３指標のうちの１つであ

りながら，0.443のウエイトを与えられている。④での健康寿命は，暴力，疾病，栄養不良そ

の他の要因によって失われた年数を考慮したという。ここでは，寿命の短縮につながる要因と

して暴力等が考えられている。寿命の短縮には必ずしもつながらない暴力等は多くある。出生

児性比は，一般的性比と比べて女児が少ないのは，男児選好によって女児が抹殺される事態を

示すものとして取り上げられている。これも極端な場合についてのものであって，健康におけ

る格差を一般的に示すものではない。健康･安全に広げて，犯罪被害などがあっても良いと考

えられる。

個別指標選択にあたって，報告書は，ＩＬＯ（ＫもlynTdnDazm1s,ＬＡＢＱＳｍ)，世界銀行（IlbI2〃

Dev巴jqpmeJTDmchbamr否），ＵＮＤＰ(人間開発報告)，ＵＮＥＳＣＯ(ＥｙｈＪ“Zjblフｍｍｂａｍｌｄ，

ＵＮＥＳＣＯ(PWbl弧dHba”SZaklSz1bs等)とＣＩＡ：WbI別dZZ日czsbDok，合衆国センサス局が既に作

成したものの利用であり，①の(､)世界経済フォーラムの経営者意識調査と，③の(ii)の自己計

算のみが独自である。この点で，個別指標は，既存のものにほぼ依拠して，指標選択と総合値

へのまとめの方法においてのみが独自のものである。これら既存の個別指標の存在に制約され

た指標選択であるという点はみておかなければならない。

とはいえ，以上をふりかえると，指標選択は必ずしも丁寧に行われているとはいえず，なお

工夫がありうる。言い換えると，より妥当な別の指標選択による結果得点は当然異なるという

ことでもある。

(4)指数の計算過程上にあげた個別指標では，（i)女性/男性として－例えば女性大臣割合が

20％の場合，２０/80=0.25,（U)女性が男性を上回る場合は，プラス（あるいはマイナス）評価を

せずに平等であるとみなし，（iii)２つの指標，平均寿命では女性は自然的に男性に比べて長いの

で１０６を，出生性比では，女性は少ないので男性の0.944を，それぞれ基準としている。

Ｏ～１問の値のこれら比率はその標準偏差を等しくする形で正規化される。比率０．０１の変化

あたりの標準偏差値が計算されて，この標準偏差値が指標値を平均する際のウエイトとされる

のである。政治的エンパワメントの部門指数の計算例でみれば次のようになる（原本のｐ６の
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表に著者が一部説明付け加えた)。このウエイトが固定されて，各国の４分野についての数値

を算出するために使われる。

日本について計算過程を示すと，経済的参加と機会の第一指標については，女性６１％，男性

85％０．７１

＜経済的参加と機会＞の５指標について上記の計算法によるウエイトを使用すると以下の

ようになる。

071×5面十o61xmq+o44xm十011×5丁可司+085×回=054687

〈教育〉の４指標については，LOOx5T511+LOOxm副100×、『】+O89x5面|＝
0.9877

〈健康と生存>の２指標については,094×何ｍ+108×画=09484

〈政治的エンパワメント〉の３指標については,010×、1.+Ol4x5m+OOOx厄珂
＝0.0656

以上の４分野の数値を単純平均（すなわち４分野の意義を等しいと見て等しく０２５のウエ

イトで平均する）と，（05469+0.9877+09484＋0.0656)/４＝０６３７１になる。以上計算した

数値と報告書に掲載されている数値とは若干の違いがあるが立ち入らない。

１００
■■Ｕ ■■

１００00１０

以上の計算を実際値にそくして見た方がわかりやすいと考えて，国別の報告書に掲載されて

いる指数内訳を主要国についてとりあげてみると以下のとおりである。

－２００－

拾
エ
．
ハ
メ
ト
門

政
的
ン
ワ
ン
部

個別指標 標準偏差 比率値１％(o､Cl)当た

り変化の標準偏差債

女性議員割合 0.166 0.060

女性大臣割合 0２０８ 0０４８

国家元首の在任年数(過去５０年間） 0.116 0.086

合計

ウエイト(部門指数

の計算にあたって）

０３１０

0.247

0.443

１

指標 女性 男性 数値＝

女/男

指標 女性 男性 数値＝

男/女

経済的参加と機会 中等教育就学率 １０１

労働力参加率 61％ 85％ 0．７１ 高等教育就学率 51％ 57％ 0．８９

類似労働の賃金 0．６１ 健康と生存

所得 1８．１３ ４０．８８５ 044 出生児性比 49％ 51％ 0.94

議員・高官・経営者 10％0 90％ ０１１ 健康寿命 7８ 7２ 1０８

専門的・技術的職業 46％ 54％ 0．８５ 政治的エンパワメント

教育 女性議員数 9％ 91％ 010

識字率 99％ 99％ １００ 女性大臣 13％ 88％ 0１４

初等教育就学率 100％ 100％ 100 元首の在任年数(過去５０年） ０ 0.00



蕊
これらの総合得点と分野別別得点をみると，この表において教育と健康・生存において大部

分の国の得点が０．９以上であり，特に，健康・生存においては，0.96以上である。1位のスリ

ランカの09796と106位の韓国の0.9670の数値差は0.026に過ぎない。他方で，経済参加・

機会の１位モザンビークの得点は0.7970であり，１０１位のイタリアの得点0.5432との差は，

0.2538であり，政治的エンパワメントの１位スウェーデンの0.5252と１１０位のタイの0.0501

の差は0.4751と大きい。このことは，健康・生存の得点は総合得点の差には影響せず，順位

差も無視してかまわないこと，政治的エンパワメントの得点が，その次に経済参加･機会の得

－２０１

国名 総合点 経済的参加と機

会

教育 健康と生存 政治的エンパ

ワメント

順位 総合点 順位 点

順
位 点

順
位 点

順
位 点

スウェーデン 1(1) 08146 ６ ０７６１３ 2７ ０９９８６ 7３ 09735 １ 05725

ノルウェー 2(2) 08059 1０ ０７５０９ 1７ 09996 ５１ ０９７８７ ３ 04945

フィンランド 3(3) ０８０４４ 2２ ０７２２５ 2１ 09992 １ 09796 ２ 05165

アイスランド ４(4) ０７８３６ 2３ ０７２１３ 6７ 09874 9５ 09697 ４ ０４５６０

ニュージーランド 5(7) ０７６４９ ８ 07552 1９ ０９９２ 6７ 09745 ９ 03307

フィリッピン ６（６） 0.7629 ２ 0.7891 １ 1０００ １ 09796 1４ 0.2829

ドイツ ７（５） ０７６１８ 2９ 06997 3５ 09954 5６ ０９７８３ ６ ０３７３８

デンマーク ８(8) 0７５１９ 1８ ０７３３６ １ １０００ 9６ ０９６９６ 1３ 03045

アイルランド ９(10） 07457 4８ ０６６７０ １ １０００ 8０ ０９７２７ ８ 03431

スペイン 10(11） ０７４４４ 8４ 05887 3９ 09943 7４ 09730 ５ ０４２１４

英国 11(9) 0７４４１ 3２ ０６９４７ １ １０００ 6７ 09745 1２ 03074

スリランカ 15(13） 0.7230 9４ 05570 5６ 09902 １ 0.9796 ７ 0.3652

オーストラリア 17(15） ０７２０４ 1２ 07440 １ 1０００ 7１ ０９７４１ 3５ 0１６３４

カナダ 18(14） 0７１９８ 1３ ０７４２８ 2６ ０９９８７ 5１ ０９７８７ 3６ ０１５９２

アメリカ合衆国 31(23） ０７００２ 1４ 07383 7６ ０９８１６ 3６ ０９７９５ ６９ ０１０１６

ベトナム 4２ (ＮﾉA） 06889 1１ 447 103 0.8924 ９１ 0.9700 4２ 01484

モザンビーク １ (Ｎ/Ａ） 06883 １ 07970 120 ０７５２５ 5７ ０９７８２ 2２ ０２２５６

フランス ５１(70） 06824 ６１ ０６４６０ １ １０００ １ ０９７９６ 6７ 01040

タイ ５２(40） 0.6815 ２１ 0.7236 8１ ０９７２８ １ ０９７９６ 110 0０５０１

中国 ７３(63） 06643 6０ 0.6478 9１ ０９５７４ 124 0.9410 5９ ０１１０７

インドネシア ８１(68） 06550 8２ 05986 9３ 0.9488 8１ 0.9719 7０ 0.1007

イタリア 84(77） ０６４９８ 1０１ ０５４３２ 3２ 09969 8２ ０９７１９ 8０ ００８７２

日本 91(80） 06455 9７ 05489 6９ 0.9864 3７ 0.9791 9４ 0.0675

マレーシア 92(72） 0.6444 9３ 0.5671 7１ 0.9853 9７ 09695 1０１ 0.0558

韓国 97(92） 0.6409 9０ 05803 9４ 0.9488 106 0.9670 9５ 0.0674



点が総合得点に大きく影響していること，を意味する。さらに言い進めれば，政治的エンパワ

メントと経済参加率･機会に重点を置いて各国差をつけた指数と言えようか。

これらをふまえて，分野の個別指標の選択と数値計算に立ち返ってみよう。問題の第一は，

個別指標はその分野の生活にとって代表的なものをとるべきか，それとも男女差のある指標を

とるべきか，を問うことになる。元首の在任期間は男女差を狙っていると受け取ることもでき

る。同時に，これはこの分野を象徴的に代表する指標なのだという主張もありうるだろう。分

野の代表指標をとることが妥当だと考えた上で，４つの分野毎の個別指標が十分に代表的かは，

なお検討の余地がある。健康・生存分野の性比や寿命は代表的なのか。暴力や乳幼児死亡率等

は代表的でないのか。問題の第二は，指数計算法である。①分野得点を０－１間の数値に転換す

るにあたって，上記のように，得点が０．９以上になる分野と約０５からＯに近い散らばりを持

つ分野得点に転換することは妥当か，②数値のレベルに大きな差があるこれら４分野の得点を

単純平均して良いか，である。①に関しては，男女比を基準にして男女平等＝１と全くの不平

等＝０を計算しているのであるから，平等が進んでいる分野と大きな格差がある分野とを分野

得点で示すことに意味があるとの考えがあるかもしれない。しかし，これら分野を単純平均し

てしまって良いのかの疑問が残る。問題の第三は，わずかな得点差の分野において分野別の国

別順位づけをし，得点差の大きな分野と小さな分野を単純平均した総合得点によって総合得点

の国別順位づけをすることは適切か，である。｜|頂位づけは耳目をひきつける上で効果的なので

あろう。しかし，Ⅱ偵位づけの基礎になる得点の計算手続きが，多くの者が了解できるものでな

くてはなるまい。ＧＥＭに取って代わる可能性を持つＧＧＩもなお，｜|偵位づけを許すほどに明快

とはいえない。以前に筆者が提起したのは（文献は指数検討の第１回に示した)，（i)小差の得

点で順位づけをせず，Ａ～Ｅ等のクラスわけであり，（ii)絶対基準を各分野に設けて，これを全

分野で越えているかどうかを重視する，ということであった。

当初，代案を提起できる可能性をも含んで性別格差関連の複合指数の検討を開始した。しか

し，代案提起には至らず，また数理的一般論を欠き，また数値・得点計算の基礎にある個別統

計の品質の検討等なしで，なお論じ足りない点を自覚しながらであるが，複合指数の検討をこ

こでひとまず終えたい。

ＧＥＭとGGIを材料にした３回にわたる検討の主な結論は，①GEMは誤って使用されてい

るような男女平等指標ではない，②GEMは誤解を与えるあいまいさを持っている，③GGIは

男女格差を純粋に示そうとするもので意味は明確である，④しかし，ＧＧＩも個別指標の選択と

指数計算過程においてなお幾つかの問題点を持ったままである，等である。他方で，両指標に

おいて日本の地位の傾向的低下していっている。日本の現実と他の諸国での男女平等への取組

みを比較すると，この傾向は実態の何らかの反映といえるかもしれない。この傾向一日本の男

女平等における後発途上国化一は，日本社会の活性化を一層損なうものとして深く危`倶するも

のである。

ジェンダー統計に関わる他の問題としては，無償労働，WLB，マクロ経済政策，重要な分析

課題一労働の場での男女平等と生産性，競争力の関係など多くある。これらにふれてまた，こ

の複合指数問題に戻ってみたい。
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｢真の前進の指標｣GPI:GenuineProgresslndicator

（とIndex）

ジェンダー統計研究(13）

はじめにＵＮＤＰのＧＥＭと世界経済フォーラムのＧＧＩを素材にして３回の連載をひとまず

終えて，他のトピックに進む予定であったが，今回も改めて指標を取り上げることになった。

とは言え，今回とりあげる指標は，現在，経済規模や成長を測定するために唯一的に使用され

ているＧＤＰに対抗して，環境破壊の阻止や男女共同参画の拡充をはかる社会の形成に向けて

新しい統計指標を提起し活用しようとする大きな枠組みを持つ論議・運動である。ジエンダー

統計論を越えたものといえるが，筆者はジェンダー論･ジェンダー統計論は，できるなら社会

の在り方に関する新しい提案を内蔵すべきであり，この点が弱ければ魅力の薄い論議になると

見ている。ジェンダー統計との関連では，ＳＮＡを無償労働の除外を含めてきびしく批判し続け

たMarilynWarmgが代替的方向として推奨する指標である'2.その指標とはGenume

Progresslndicatorである。これは経済学，開発経済学，環境経済学などに起源を持ち，かな

りの広がりをと支持(と反論)を持ち，また実践に持ち込まれている'3。既にこの指数に馴染ん

でいる方もあろうかと思うが，遅ればせながらとりあげる。ここでは特に合衆国のシンクタン

クRedefinmgProgressによるIndicatorをとりあげ，GenumeProgresslndexに関しては，

2.3でIndicatorとの違いにしぼってふれる。説明は，主として脚注２に示したGPI-2006年報

告書と脚注５の文献に依拠する。

lGenuineProgresslndicatorの概略

1.１その狙い－GDP批判と代替指標の提起このIndicatorは，１９９４年にハーバード大学

の卒業生TbdHalsteadによって創設されたRedennmgProgressというシンクタンクが１９９５

年に提起し，以後指標の加算あるいは減算される構成項目に変更を加えながら現在に至ってい

る。まずRedeflnmgProgressが示すGDP批判とＧＰＩの意図の説明を追ってみる'４。

「ＧＤＰの何がまずいか？第二次世界大戦中の戦時生産能力の尺度としての導入以来，

ＧＮＰ(後にＧＤＰに変更)は国の経済的前進の所要な指標になった。それは現在では，政策立案

者，エコノミスト，国際機関やメディアが国の経済的健康と厚生(weu-bemg)の第一の得点表

として使われている。

しかしＧＤＰはこの役割を意図しなかった。それは厚生を増す取引と減らす取引の区別なし

に，購入され販売された生産物とサービスの単なるグロスの集計である。便益と費用，そして

生産的活動と破壊的活動を分離せずに，ＧＤＰは，定義によって，すべての取引は厚生を加える

と想定している。これは，あたかも，企業がその財務的状況を，すべての「事業活動」を単純

に足し合わせ，これによって収入と支出，資産と負債を十把ひとからげにして評価しようとす

１２MarilynWnringに関しては,伊藤陽一訳(2008)｢Eumstat:世帯生産勘定の方法の提案｣『統計研究参考
資料｣No.９８の訳者あとがきで幾らかとりあげた。

１３日本での取り上げとしては,①牧野松代(2003｢『持続可能な発展』概念の発展と指標開発の国際動向｣｢商

大輪集』(兵庫県立大学)54(5)－ここには経過の丁寧な紹介がある｡②中野桂･吉川英治(2006)｢Genuine

Progresslndlcatorとその可能性｣『彦根論叢一酒井泰弘教授退職記念論文集』357

'４当初CmfYbrdCobb,TbdHalsteadandJonathanRowe``IftheGDPisup，whyisAmericadown?”
Ａ地｣ｍｂＭｍｍか０ct､1995に谷かれた－部がGPIの説明としてウエプサイトに提示されている。
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るかの如きものである。

これに加えて，ＧＤＰは，貨幣による交換の領域の外部で起こることのすべてを，厚生にとっ

ての重要性に関わりなく無視する。世帯やボランティア部門で遂行される重要な経済的機能を

全く無視してしまう。われわれを持続させる資源の提供における自然の生息地の貢献もまた数

えられないことになる。結果としてＧＤＰは，社会構造と自然的生息地の衰弱を覆い隠すだけ

でなく，さらに悪いことに，事実上そういった衰弱を経済的猫得として描いている上そして，

以下の項目ごとに説明を進めている。すなわち，・ＧＤＰは，犯罪，離婚，自然災害を経済的前

進として扱う。・ＧＤＰは世帯や地域社会の非市場経済を無視する。・ＧＤＰは自然資本の消耗

を所得として扱う。・ＧＤＰは公害をふりまく活動，そして再度除去する活動によって増加す

る。・ＧＤＰは所得分布を考慮しない。

代替指標一ＧＰＩ「GPIは，１９５０年から現在までの国の経済的厚生の新しい尺度である。そ

れは，これまでの会計的枠組みを拡大して，通常測定される経済的生産と，家族や地域社会領

域，自然的自生地の経済的貢献をふくめる。ＧＤＩは，ＧＤＰが無視するわれわれの経済生活の

２０以上の側面を考慮に入れる。それは，ＧＤＰが暗黙にそして恋意的にゼロとして退ける無数

の社会的，環境的要因の経済的貢献の推定値をふくめる。それはまた，厚生を増す，そして厚

生を減じる経済的取引を区別する。ＧＤＩはそれから，それらの要因を，経済的活動の便益をそ

の費用に対してウエイトづけできる複合的尺度に統合する。

GPIは，市民や政策立案者に，経済全体の健康度，およびわれわれの国の状況がときととも

にどう変化しているかのバロメーターを提供することを意図している」・

以上の説明のうちＧＤＰに対する批判はほぼ正しいだろう。そして，代替指標は望ましいこ

とである。ただし，それはどのようにして可能か？

1.2指標の構成更新されたCPI方法'5によってみよう。

(1)構成要素は表に示されているような消費，所得分布にはじまる２６の分野についての指数か

らなる。

(2)これら要素の統合これら指数は以下のように統合される。「ＧＰＩは所得不平等について

調整された個人所得（Ｄ列）から出発し，５つ（ＥからＩ）の列を加え，１６の列（ＪからＹ）を

差し引き，２つ（ＺとＡＡ）を加える。この結果は，合衆国経済とその世帯の状況の，真の経

済的前進についてのＧＤＰより正直な計算である。というのは，それは非市場活動，教育，資

本からの便益と不平等，環境の退化とむすびついた費用と国際的位置を弱めることを考慮に

入れているからである。不完全ではあるがＧＰＩは，その国の世帯の福利の規定においてＧＤＰ

によって把握できるものよりは意味のある真の富と資産から引き出されるサービスを提示す

る。GPIの会計計算実践は真の富の計算の複雑性を示す」（p､18).

これを表の２００４年の数値でみていくと，出発点の〔Ｄ：調整された人的消費〕６，３１８．４１は

〔Ｂ:個人消費〕７，５８９÷〔Ｏ所得分布指数〕120.10で得られている。このＤにＥからＩまで

l5Johnmberth,ChfYbrdCobbandNoahS1attery(2007)ｍｅのnumeB1qgT1essjhdibato1.2DDBA7boノ
lbFStJstamabﾉbDeumajtpment,Ｒｅｄｅ５ｎｍｇＰｍｇ1℃sｓ
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が加算される。すなわち，6.318.41＋（2,542.16＋827.96+131.10＋743.72＋111.55）＝10,

674.90゜ここからＪからＹまでをマイナスする。すなわちＪからＹまでは(34.22＋401.92＋

176.96＋1,089.91＋522.61＋21.26＋１７５．１８＋119.72＋40.05＋１８．２１＋53.26＋263.86＋50.64

＋1,761.27＋1,182.82＋478.92＋388.80）＝6,390.81.10,674.80-6,390.31＝4,284.90．

これにＺとＡＡを加える。すなわち，４，２８４．９０＋388.80-254.02＝4,419.08である。

(3)結果の読みと政策への影響さらにこの計算結果がどう読まれ，利用されるかも示して

おこう。

①個別項目の読み－ＥとＧを例にとって－E：「世帯で遂行される労働は，事務所，工場や店で

行われる労働の大部分よりもより不可欠である。しかし，このほとんどは国民所得計算では数

えられない。家にいる母や父の家事労働や育児活動は，ＧＤＰには計上されないが，貨幣支払い

のある「サービス部門」の商業的育児は，ＧＤＰに加算される。住居ストックの物的維持（清掃

から灯火の修繕まで）は，価値のある経済活動とされる。。・・・」と言い，計算方法や資料

源泉の説明の後に，結果に関して以下のように述ぺる。「家事労働と育児の値をＧＰＩは，２００４

年に２．５兆ドルと推定している。これは，個人消費支出に対する単一では最も大きなプラスの

調整である。家事と育児の価値は，2004年には個人消費主出のおおよそ３３％であり，１９５０年

表GPI2006Updateの指標項目

Ａ列Ｂ(+）Ｃ(+/-）、(+） E(+） F(+） Ｇ(＋）

ボラン

ティア

活動の

価値

30.72

１１８．５６

１２５．１０

１３１．１０

Ｑ(-）

水汚染
の費用

45.82

89.70

１０９．０９

１１９．７２

AＡ(+/-）

純海外

借り入
れ

001

-68.10

-249.80

-254.02

H(+） I(+） J(-）

消費者耐

久財のサ

ービス

高速道路

のサービ

ス

家事と親

の活動の

価値

教
価

等
の
高
育
値

人的消所得分布

費指数

加重人的

消費

犯罪の費

用
年

１９５０

１９９０

２０００

２００４

K(－）

レジャ
ー時間

の喪失

１２．０７

２２０２８

363.30

４０１．９２

U(－）

１０１５３

４’７７０

６０７８９

７，５８９

L(-）

不完全
就業

１５．８８

１８９．２３

１２４．４８

１７６．９６

V(-）

一次森
林の喪
失

35.10

49.16

50.48

50.64

１０７．９７

１１０．３１

１１９．０７

１２９．１０

Ｍ(-）

消費者耐
久財のサ
ービス

77.08

453.52

863.3

１０８９．９１

Ｗ(-）

再生不可
能資源の
枯渇

１７４．８２

１１７１．２９

1585.89

１７６１．２７

1067.73

４，３２４．４８

５，６５９．９３

６．３１８．４１

N(-）

通勤の費
用

１４１．８４

372.45

495.19

５２２．６１

X(-）

戻素アフア
オキシン

排出によ
る破壊

749.48

２．０６７．６９

２．３９６．４６

2.542.16

0(-）

世帯公害
除去の費
用

０．０２

１１．５９

１６２６

21.26

Y(-）

84.35

532.66

717.52

827.96

P(-）

自動車

事故の
費用

１３５．３７

１９１．６７

１９３．１４

１７５．１８

Z(＋/-）

１３３．８５

530.85

678.35

743.72

R(-）

大気汚染
の費用

71.47

52.29

40.58

４０.O５

ＡＢ

32.01

84.47

１０７．８

１１１．５５

s(－）

騒音公害
の費用

６．７８

．１５８４

１７．５０

１８．２１

ＡＣ

８．８２

32.21

３１０４

３４．２２

T(-）

湿地の喪
失

38.56

52.47

５３．０４

53.26

Ａ、

農地の
喪失

オゾン喪
失の費用

純資本
投資

１人当たり
GDP

１人当たり
ＧＰＩ

ＧＰＩ

25.80

200.46

,251.69

263.86

8.63

450.85

478.87

478.92

１１．２５

99.72

475.60

388.80

１，３１１．３３

３，７２５．１７

４，２７７０３

４．４１９０８

６，６１１．８１

１４，８９２．８０

１５，１４５.93

150035.65

11,671.95

28，43499

34,764.23

36,595.59

４１２．３４

９６０．０７

１１８２８２

出所）GPI2006の表ｌ(pp21-22)から抜粋
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にはそれは５８％であった。部分的には，これは以前には世帯が行っていたサービスを提供する

ために，市場に依拠することが増加していることを反映している」（ｐ９）。

G：「アメリカでの最も重要な労働のいくつかは，支払いのためには行われていない。そういっ

た労働は家庭でのみならず，われわれの近隣や地域社会のより広い領域で行われる。ここで行

われる労働は，この国のインフォーマルなセフティ･ネットであり，健康な市場経済が依存す

る見えない社会的マトリックスである。各々の追加的弁護士，ブローカー，あるいは広告勘定

の執行部が国にとって純利得を表すかどうかは論議の余地がある。十分に表現されていない地

域社会やボランティア分野一教会，シナゴーク，市民的協会やインフォーマルインな近隣の努

カーの活動者は，決定的に必要な活動をしている。しかしながら，その決定的な貢献にもかか

わらず，この労働はＧＤＰでは全く測定されていない。ＧＰＩは，この省略を正すことからはじ

めている。・・・・GPIは，合衆国におけるボランティア活動の価値は，２００４年には1310億

ドルで，１人当たり４４７ドルであったことを示している。これは，１人あたり２０２ドルの１９５０

年の価値より，すなわち過去数１０年にわたってかなり高い値である。アメリカ人は，その時

間についてより寛容になってきており，この時間ははるかに大きな価値を持っている」（p・10)。

②GDPおよび時系列比較「ｌ人当たりのGPIは1978年以降殆ど変化せず，15,000ドル近

くに留まっている。1950～2004年にはＧＤＩは，極度にゆるやかで1.33％の増大率であった。

対照的に，１人当たりＧＤＰは・・・・年率３．８１％の成長であった。.・・・１９８０年にはじま

ってGPIの成長率は1994年の-1.64％を底として，一般的にはマイナスであった。・・・これ

が意味する重要なことは，個人消費支出，非市場的時間や資本サービスの増大と結びついたわ

ずかの便益が，所得不均等，自然資本の消耗・・・・と結びついたわずかの費用に逆転された

ということである。」（ロ１９)。

③公共政策のガイドとしてのCPIの使用「Ｄａｌｙは，ＧＤＰの成長を政策目標として使うこ

とは，根本的に誤ったアプローチであり，福利(welfare)の「最低の近似」ですら，政策のガイ

ドとしてはまだましであろう，と指摘した。Anielskiは，さらに幾らか進んで，「GPI計算は，

事実上，政府の政策のすべての領域をとりあげて，全体的で統合的な政策決定にとって決定的

な情報を提供する」と主張する・・・。「GPIの正確性や厳密性に関わりなく，政府やＮＧＯ内

の指導者たちはＧＰＩとその変種を，主張の基礎として使用してきた」（p２３)。報告は，Nova

Scotiaやサンフランシスコ湾地域の擬似政府が使用していること，さらに研究者による有効性

の指摘を示している。とはいえ，他方で，この報告書は，特に政策との結びつきに関しては，

政策と関係づけができない等の批判があることを紹介している。

２GPIの各項目および総合化をめぐる論議

２１報告書における説明(1)背景と理論的根拠および類似指標ＧＰＩの背景には，進歩

あるいは福利の指標としてＧＤＰを使用することへの批判から，代替的に国民所得計算体系を

提示する試みがある。最も知られているのは(i)グリーンＧＤＰと(､)持続的経済福利指数

（ISEWmndexofSustamableEconomicWelfblre）である。ＩＳＥＷは，チリ，ドイツ，イタリ

ア，オランダ，スコットランド，スウェーデン，英国で，GPIはアメリカ合衆国とオーストラ

リアでそれぞれ使われている。（、)ＧＰＩをふくむ以上の三つは，（i)個人消費支出を所得不均衡

で割引き，（､)ボランティア活動，家事，育児等の非市場的便益を加算し，（iii)公害等の支出を
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減じる，という点では共通のステップを踏んでいる。これらの実際的指標の基礎の理論として

は，①Fisher(1908)にはじまる福利同等所得（welfareequivalentmcome)，②ヒツクスの論

議の延長線上にある持続可能な所得，および③費用便益計算の延長上にある純社会的利益を基

礎にしており，持続可能な開発と言う概念は，１９８７年の環境･開発世界委員会に発する，とい

う。

ここで，脚注１の①牧野氏を引用しながら少々補足する。基礎理論・概念的には，Hamnton

の物的資本や自然資本のストックの減少をも考慮するGenumeSavmg(真の貯蓄)概念や人的

資本や自然資本を含蔽隼産関数を仮定する「持続可能な発展」の成長理論，これらトータルな

資本を，現状維持のレベルでみ，物的，人的，自然的資本に代替関係を認める「弱い持続可能

性」と，代替関係を認めない「強い持続可能性」概念がある。指標論議としては，Tbbmand

NordhausのＭＥＷ(MesureofEconomicWelfare)，日本でのＮＮＷ，環境･経済統合勘定やグ

リーンＧＤＰ，OsbergによるＩＥＷ(IndexofEconomicWeU-bemg)，経済活動による生態系へ

の負荷を面積でしめすエコロジカル・フットプリント，そして国連持続可能な開発委員会

（UNCSD）の指標16やＯＥＣＤの社会指標がある。

(⑳各項の算出根拠①調整済み個人消費支出。ＧＤＰの構成要素である個人消費支出が出発

点におかれる。「所得の大きな不均等は犯罪を増やし，労働者の生産性や投資を減少させて，

経済的福利に対して有害になりうる。しかも，成長が最も富んだ階層に集中するときには，全

体的な経済的福利の改善に向けて意味はわずかである。というのは，富者による人目をひく消

費の増加の社会的便益は，貧者による消費の増加よりも便益が少ないからである」（pβ）。

不均等指数は，ジニ係数が最低であった１９６８年を１００として計算し，調整済み個人消費支出

は，この不均等指数で除した値としている。

(3)各項の総合全項目が金額換算されていて，所得にとってのプラスあるいはマイナス金額

として加算と減算が行われている。すなわち，調整済み個人消費支出に，Ｅ～Ｉを加え，Ｊ～Ｙ

を減じ，ＺとＡＡを加えている。項目の導入あるいは除外の妥当性や各項目の金額の引用・計

算の適切性の問題を除けば，金額ベースに換算されていることによって，この総合は許される

ことになろう。

2.2諸方面からの批判

上記のそれぞれについて批判があることが報告書でも紹介されている'7。

(1)理論ＩＳＥＷの提起以来，今日まで続いている批判としては，現在の福利の指標と持続可能

性の指標を結合することは不可能である。現在の福利に影響することは，持続可能性に影響を

与えまい。例えば，再生不可能な資源の枯渇は，持続可能性の重要な決定要因であるが，現在

の福利にとっての問題ではない，と言う点である。これに対して反論がされている。

(2)項目「GPIが福利に貢献するかあるいは損ねるものとして，含めたり，暗黙に除外したり

する点での恐意性である。例えば，所得不均衡は所得の修正に使ったが，政治的自由の度合い

1６ごく最近発行されたものとしてUnitedNations(2007)ｍｍｌｂａＤｏ密。'StJstama雄ＤｅｗﾉﾋPment-

CUjUblmeandM9tbo乱qjqgjbS，mmdEdition(Oct2007）

l7mLLlpLaw"(ZODa】Sustama“DbMeﾉこいmenｵﾉh血廼mIWsmEb､ﾉbgTUaﾉEbo"omjUs,EdwardElgar
Pub．
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や男女間の不平等を取り入れていない。ほとんど総ての害のある項目・・・を入れることは，

それらの費用が世帯と労働者の判断に既に分解されているかどうかは不明確であるとして問

題にされている。GPIの枠組みは，何を福利に向けて計算するかどうか，何が防御的支出とし

て適切に計算されるか，についての主観的判断を要求されるので，持続的経済的福利の客観的

尺度として，望まれる役割を果たすことはできない」（ｐ､7）

(3)計算方法（i)再生不能資源の消耗の評価，（ii)長期の環境的打撃の累積費用，（iii)個人消費支

出の所得不平等による調整，防御的支出の減算，（W)正確な計算方法一ＧＰＩが再生不能資源の

消耗について代替費用法を使ったのに対して，資源賃貸料法（resourcerentapproach）が適

切だという指摘，（v)データ源の不適切性，篝である。

2.3GenumePmgressIndexこの指数については，特に１９９７年に創設された非営利団体

であり，GPI(ndex)の開発にたずさわるカナダのGDIAtLan雄の活動がめざましい。この機関

は先行する活動から学んでいるといい，特にRedefiningProgress,WOrldResourcesInstitute

他をあげている（ウエブサイトのAboutGPIAtZaJmiDのHistory参照)。そのウエブサイトの

FrequentlyAskedQuestionのｌと４でみると，GPI(ndhcator)との違いは，市場外の森や世帯

での無償労働などの資源を評価することは論争点であり，統合化は必ずしも比較可能ではない

多様な加重尺度に依存することになるので，構成項目を単一の指数に総合化はしないと言う点

にある。そして，ＧＰＩの項目分野別に詳細な研究や政策との連携を検討することにおかれる。

この場合，ひとつには，森林，犯罪，無償労働時間数にわたる進歩を貨幣表示は十分には測定

しないと考えて，非貨幣的指標で示すこと，ふたつには，社会的・環境的資産と負債は，経済

的便益と費用を持つことを示すために，可能な場合には当初指標に基づいて経済的価値評価を

行う，という。そして，このＧＰＩを国/市/地方/地域社会への適用を追究し，さらにNoVaScotia

等の政府によって使用されてきたことをアピールしている。

３．GPIをどうみるか－筆者の暫定的コメント

このＧＰＩ（およびISEW）のいわば各構成項目に関して，その算入の是非，そして評価方法

をめぐって多くの論議がある。しかし詳細には立ち入らずに，ここで暫定的にコメントしてお

く。

第一に，GPIが出発点においているＧＤＰ（GNP）批判は，ほぼ妥当している。実は，国民

所得の批判は，日本でも１９５０年代に盛んにとりあげられ，筆者自身もそれらを受け継いで簡

単に説明したことがある18．このGPIでのＧＤＰ批判は，１９８０年代以降の環境問題に広がりや

無償労働への注目等，社会・経済・環境問題の広がりをふまえた幅の広い論議になっているこ

とを評価してよかろう。

第二に，全体として，このＧＰＩは，特に構成項目の選択の根拠，これらの関係，評価方法，

単一指標への統合，そしてそもそもデータ源の不確かさ，等をふくめてラフな作りであること

は否めない。統合化についてだけ見れば，GPI(ndex)が単一指標への統合を避けて，分野別の

指標開発やそれに基づく分析や政策連携を追究するのは一つの見地であり，Indicator批判と

いえる。

1８伊藤陽一(1979)｢国民所得｣鶴田満彦編『入門経済学一常識から科学へ』有斐閣新書
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第三に，しかし，この指標は，上に紹介したとおり，ＧＤＰを福利や経済的前進の指標とみな

すことはできないと批判し，特に環境保全・持続可能性をもふくめて考えようとすると，全体

的な枠組みを保持しているといえるだろう。この点は十分に魅力的である。

第四に，ここでの無償労働の扱いに注目すると，当然に，細部の評価法やデータ出所は問題

となりうるが，評価額がGPIの各項の中に位置づけられ，さらに家事，育児，ボランティアに

分けられて，相互比較や時系列比較の中で論じられている。これは無償労働評価が社会分析や

政策に生かされる一方向といえる。GPIの応用では，これらのいわば各項一したがって無償労

働と各項一がさらにより丁寧に検討され,政策との連携が追求されている〔特にGPI(ndex)]。

これらは十分参考にされるべきだろう。

第五に，統計指標として見ると，社会･経済･環境に関する諸領域をカバーしたおそらく最も

大きな枠組みを持っている。ＨＤＩがその作成者側からＧＤＰに対置される指標を狙うと語られ

たことがあったが，ＧＰＩは，少数の異質な構成要素を総合する点でのＨＤＩの脆弱性を免れて

いる。そしてGPIの構成部分のそれぞれが，実際の政策との連関を強く意識している。環境経

済学をはじめとする労働時間論，無償労働論など広範な研究・調査領域において，各分野の指

標として十分に検討・追究するに値する，統計研究での取り上げの強化が期待される19。

ジェンダー統計研究（14）

ジエンダー統計と統計能力強化（StatisticalCapacityBuilding）

はじめにこのトピックがこの連載に馴染むのか。何のことだと受け止められる読者もいる

かと思う。StatisticalCapacityBundmg(統計能力強化,あるいは統計能力構築の訳になるが，

以下ではＳＣＢの略語をあてる)とは，要するに統計作成・分析等の力量を高めることであり，

主として国家統計機関の能力，国際的には，特に開発途上国の能力を強化することを中心に取

り上げられている。そこで最近の情報を引用する，

「アデイス・アベバ，０８年７月８日（アフリカ経済委員会）－ジェンダー統計を創り出し，

収集することと，この分野での能力強化は，アフリカにおける深刻な欠陥として残されており，

政策立案とジェンダー平等を達成するための活動とプログラムの開発にマイナスの影響を与

えている。この課題のとりあげを切望して，アフリカ経済委員会のアフリカ・ジェンダー・社

会開発センターとアフリカ統計センターは，アフリカ開発銀行，ウガンダ統計局・・・と国際

的ハイレベル政策対話を開始した。.・・・」

このトピックに関しては，一般のＳＣＢ，特にジェンダーSCB，それぞれのこれまでの経過，

現在と今後に関わる問題が注目される。そして統計能力増進のための援助における統計教育・

研修の内容，そして組織体制は，ジェンダー統計論，統計理論一般に関わる。本学会・本部会

の会員の一定数が，途上国政府職員への統計・ジェンダー統計技術援助に関与した経験を持つ。

１９この関連で，参照しておくべきものとして，桂昭政〈1992）「国民経済計算と経済厚生』桃山学院大学

総合研究所，（1997）『福祉の国民経済計算』法律文化社。能勢信子（1999）「非市場活動の国民経済

計算一経済・福祉・環境の収支バランス』同文館，をあげておこう。
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以下，筆者のこの１０年以上におよぶ途上国職員研修や日本での自治体職員・住民研修での経

験をふまえ，ＳＣＢ一般の必要性と経過と論議，ジェンダー統計の途上国での整備状況，ＳＣＢ

とジェンダー統計，等を論じる。

１．統計能力強化（SCB）

1.１その重要性「国家のＳＣＢの重要性は繰り返し強調されてきた。例えば，1990年代に

開かれた主要な国連諸会議やサミットのフオローアップとのつながりでの基本的指標に関す

る決議2000/２７の第３節で，経済社会理事会は，すべての国の統計能力を強化する，統計的訓

練やこの脈絡での開発途上国に対する効果的な国際的援助によるべきことをふくめた，すべて

の国における国のＳＣＢの努力の重要性を再確認した」（StCommission，Statistical

capacity-buildmg-2001)。「SCB（StatisticalCapacityBundmg）は，情報社会，グローバリ

ゼーション，透明性の要求，および国家と世界の目標の数値化の増大に刺激を受けて，政府統

計に新たに顕著性をもってますます重要になってきている｡ＳＣＢについての共通の理解に向か

っての活動は，疑いもなく複雑な課題であるが，統計能力の変革をとりあげることは，われわ

れの統計システムに与えられる要求の増大に応えようとするなら決定的である」（Paris21

SemmaronStatisticalCapacityBundmglndicators-2002)。PARIS21は，自らの活動目的

を，「Paris21は，1999年１１月に設置されて，・・・・すべての国おいて，そして特に開発途

上国において，証拠に基づく（evidence-based）政策立案や監視の文化を促進するための触媒

として活動を開始した」と叙述している。

すなわち，先進国と途上国をふくめて一般的には,evidencebasedの論議，政策形成，監視・

評価のために，そして，諸決議や約束の数値目標の設定や進捗状況の監視・評価（フォローア

ップ）のため，政府をふくむ諸機関の活動の市民に対する透明性を確保するために必要とされ

た，といえるだろう。

Ｌ２その構成要素これに関する出発点の文書は，２００２年の統計員会に向けて用意され2001

年１２月に配布された事務総長の鐘StatisticalCapacityBundmg"とParLs21の(2002)，，The

FrameworkfbrDetermmmgStatisticalCapacityBuUdmglndicators，'である。

事務総長報告によれば，ＳＣＢは，インプットとアウトプットの面から見ることができる。

インプットの点からは，統計生産に必要諸要因，すなわち，制度：法制度，統計システムの

構成，統計スタッフへの競争的報酬，政府のより良い統計への約束，利害関係者の問および統

計生産者の間の調整，より広くは統計教育システムがあるとして，それぞれについて更に詳し

い説明をしている。

インプットによる記述では，その測定が難しいが，一方で誰が責任を持つのかについて明示

する利点があり，国内的および外部的努力を区別することにもなる，という。

アウトプットの点からは，「実現された統計能力」を調べることになり，統計的アウトプッ

トの量と質とで記述される。統計的パフォーマンスの指標を開発する際には，重要なデータ系

列の選択，時系列統計の量と質に異なるウエイトをつけて記述することになる，という。

Paris21のTheFrameworkは，ＩＭＦのDataQuahtyAssessmentFrameworkの各要素を

詳しく説明したうえで，これに対応するSCB(StatisticalCapacityBuildmg)の指標を，Ｄｅ，

－２１０－



VriesとFelhgiの論議に基づいて提案している。しかし，これには立ち入らない。

1.3経過すでに1990年代の半ばから，一国の統計体制を全体として検討・評価する動きが

国際統計界にはあったが，その核心部分はＳＣＢが適切に行われているかをめぐっていたと言

い換えることができる。そして特に，貧困削減，ジェンダー平等，健康等を織り込んだミレニ

アム開発目標の進捗状況の監視が国際的重大関心事となり，国別のミレニアム開発目標，貧困

削減目標，国別の人間開発目標，そしてジェンダー統計の充実度の国別のチェックが進められ

る中で，特に開発途上国の統計能力の向上が，2000年代に入ってますます重要視されてきた。

そして，一国の統計能力の強化状況の評価は，１９９０年代から国際統計界で論議され，各国や

国際の統計機関が取り入れ，実施しつつある「統計の品質」強化の活動や論議と重なりあうこ

とになる。

その後，Paris21の構成者である世界銀行，ＯＥＣＤ，Eurostat，ＩＭＦ，国連統計部のうち，

世界銀行がその連携傘下の地域銀行(AhicanDevelopmentBank，AsianDevelopmentBank

他）ともども20,またＩＭＦそしてＯＥＣＤがそれぞれに，セミナー，ワークショップ等々で活

動を進めている。さらに国運の地域経済委員会と専門機関もまた，その分野統計に関してＳＣＢ

をうたいながら，途上国指導・支援を進めており，それぞれにおいて関係文書がある。そして

CCSA(CommitteefbrtheCoordinationofStatisticalActivities)２１もまた，取り組んでいる。

1.4一般的ＳＣＢの現在の課題現在どういった点が論議され課題とされているかを，２００６年

国連統計委員会とＥＳＣＡＰ統計部の報告で見る。

L４１統計委員会2006鰺□・SCBの技術協力の調整の改善の望まれる結果は何か?→▼
支援と資源をもっと効率的に使い，シナジーを促進する。▼重複の回避。▼すべての関連する

統計分野のカバレッジ，諸国のニーズの取り上げ，地理的カバレッジ，における空白の確認。

囚多様な開発ﾊﾟｰﾄﾅｰやﾄﾞﾅｰが今日実施するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやプロジェクトの進め方の短所
は何か？→▼国際的開発パートナーの戦略/アプローチと国家の優先度の間の不一致,▼多様な

国際開発パートナーの戦略/アプローチにわたっての不一致,▼より広い視野をもった能力強化

活動における国際機関の関与の増加と関連した問題一結果としての重複，▼二国問および多国

間ドナーの活動の異なる機構，▼種々の期間の役割一ある機関は特定分野，他の機関は広い統

計分野にわたって活動していること，▼国際機関の活動の仕方一国/地域事務所を持つ機関ｖｓ

地域事務所を持たない機関，諸機関は異なるカウンターパート（国家統計機関あるいは異なる

現業府省庁）に対しての活動。

回異なるﾚﾍﾞﾙでの技術協力活動の調整が持つ意味は何か?→■国際ﾚﾍﾞﾙの調整一▼機関

問，政府間の過程とＣＣＳＡの役割，▼CCSAが基本的規則を設定できる，ＵNSCは規則/原理（例

えば，統計委員会が採択した1999年原則に沿っての何か）を支持し，勧告し，世界的イニシャ

チブ（MAPS，InvmU他といった）を検討できる，ＩAEGは，指標十監視道具他の改善とつなが

2ｏＷＯｒｌｄＢａｎｋ"StatisticalCapacityBuilding"site(Ｈｏｍｅ>Data>－)．AfiFicanDevelopmentBank
“StatisticalCapacityBunding，Isite、

２１CommitteefbrtheCoordmationofStatisticalActivitiesSA/2006/１７EighthSession23August
２００６“StatisticalCapacityBuilding”ｐｒｅｐａｒｅｄｂｙＵＮＳＤ

２２ＵＮＳＤ(2006)Statisticalcapacitybuilding1CCSA8msession，ＳＡ/2006/1７
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った世界的イニシャチブを検討できる。■国レベルの調整：▼受け入れ側の統計システムが，

すべてのイニシャチブが国家統計開発戦略の内部で開発され遂行されることを確かにする調

整役をつとめる。■テーマレベルの調整：特定の統計分野/活動領域に責任を持つ機関が，調整

機構を設定するときに主要な役割を果たすことができる｡回今後の問題→情報の交換の改善

と透明性:SCB活動の報告の機構（「アフリカでのドナー活動の軽い報告実施」（(Ljgh'唖orrmg

exF'℃j鑓。"｡b"orααﾙjjjesjlW'･jca，PARIS21)，▼統計における技術協力プログラムを，すべ

ての他の関連部門での技術協力との全体的脈絡に統合する。目的を明確にし，異なる構成要素

を統合する助けとなる枠組みの良い1例は，PRSとPRSの監視システムが提供している。▼す

べてのイニシャチブがＮＳＤＳの全体的枠組み内で企画され実施されることを確かにする。▼国／

地域のすべての利害関係者が関与した共同あるいは補助的プロジェクトと活動の企画を促進

する。▼技術援助活動の調整，および地域の諸国間のコミュニケーションと協力のネットワー

クの構築への地域および下部地域の機関の全面的関与を促進する。▼実質的分野で指導的役割

を果たす主要諸機関を伴う特定の実質的プログラムの周囲で開発された調整機構を促進する。

ありうる領域としては以下がありうる－世帯調査計画，人口センサス計画，住民登録と人口動

態統計，経済統計，データ検索および配布のインフラストラクチュアとⅡ計画，訓練。▼CCSA

の可能なイニシャチブ：▽能力強化に関する情報の交換のためのプログラム的分野についての

サイド的イベントのためにCCSＡセッションごとに１日あるいは１日半をさき，共通の戦略と実

施の方法に同意する。▽SCBのための技術協力におけるグッドプラテイスに向けての案内原則

の承認，▽情報の共有を改善し，資源の利用を極大化する（訓練機関とプログラムのリストの

作成，コンサルタント登録簿の共有，他）実際的イニシャチブ。

1.4.2ESCAPレベルでのＳＣＢ論とＡＤＢ（アジア開発銀行）による検討2007年１１月）

ESCAPレベルでもSCBの論議は多様に行われてきている。ESCAP統計部の論とＡＤＢの検討

をみる。

ESCAPのSCB論議(2007年11月23)糒囮世界一CCSA,地域-ESCAP統計委員会,下
部地域一ＳＰＣ，ＥＣＯ，ASEAN，機関ごと－UＮＳＤ，ＵＮ専門機関，ＡＤＢ，

侍される制度的構〕ＯＥＣＤ…

|寵ﾗﾌ蘓花ﾌﾗｦﾃ因-助言サービス,技術的会合,ワークショップ,時折のﾏﾆｭｱﾙハンドブ
ック，ウエブサイト・ニュースレター，主唱（Advocacy)，機関間協力，南南，北一南協力，

SCAPワークショップ/会合の目的の幾つ力 ベストプ地域的見地を作るためのフォーラム。

ラクテイスの交換，国際的勧告/基準を諸国に伝える，提案された国際統計基準に基づいて地

域的見地を討議し獲得する，統計プログラムのための唱導に実施，統計の分野での専門グルー

プ空のガイドの獲得。|最近のワークショップ/会合は以下をとりあげた｜経済的・インフォー

マル・セクター統計，障害者統計，MDGs’２０１０年人口センサス・ラウンド，その他。

ADBによる弱点と克服策の提起(2006年)2‘これはSCBの実情の率直な検討として注目される。

２３JoelWJere(2007)“StatisticalCapacityBunding'，ThirdWorkshoponForgmg
PartnershipsmStatisticalTrammgmAsiaandthePacific,UNConfbrenceCentre，

Bangkok，２０－２１November2007
24BishnuD.Ｐant(2006)"StatisticalCapacityBmldmginAsiaandPacificCountries:WhatHasGone
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SCBの必要性や国際機関の関与状況から説き起こしているが，弱点の指摘と克服策の示唆を紹

介する。

府祠冒孑ﾗﾗﾆｦｦﾖ･断片的,無調整,短期,その場かぎり→-繰り返し.重複,＿重なり，＿貧
しない目的。．受入国の統計開発戦略への技術援助の適切性に関する組織的評価の欠如。

･支援者主導→￣主な利用者の当面の要求に焦点。●予算と政府の主催および対応の欠如。

･幾つかの途上国での統計制度の調整の無視→一非常に関連する社会指標（例，健康，教育，犯

罪率，他）が国家統計機関ではなく，部門機関による作成，－国家統計機関と部門の統計単位

との間の調整の欠如。・結果：目標とされたSCB活動が制度化されず，持続的でない。・SCB技

術援助へのアプローチは，戦略的で，一時的であってはならない→＿しっかりした焦点，＿体系

的，－結果中心。

適切な条件の必要→-政府のリーダシップと関与，一統弱点に対処するために何を行いうる力

計活動により多くの資金を提供する政府の対応を確保する，＿効果的な技術援助の実施と技術

援助後の持続可能性を保証する。・援助機関の間の効果的調整の必要→－SCBの繰り返しや重

複を避け，教訓と経験を共有するための過去と現在そして提案されているSCB技術援助につい

ての献呈されたウエプサイト（国際技術援助ネットワーク）。●地域に特化した資金供与（例

えば，借入）の新しい財源の開発→FASTCAP（SCB向けアジア・太平洋基金）。、特定期間

の後にドナーが政府への統計予算資金を与えることを可能にする適切な出口戦略の設定。．

伝統的なデータ収集（例，サーベイ）を補足するために行政データの使用を極大化することに

よって国家統計機関と部門機関との間の調整を改善する→－少ない費用，＿低い回答者負担，

￣収集の頻度を高める，－持続可能性の高い機会，＿統計的により発展した諸国が活動が弱い

近隣諸国を援助する可能性の追求。

圏・SCB技術援助は統計開発を促進する触媒的投入とみるぺきである。、堅固な国家統
計システムを構築し持続させる第一の責任は国家政府にある。・政府の関与と長期の対応は持

続的SCBにとって不可欠である。●ドナーからの長期的対応もまた必要である。、国のレベルで

の統計の重要性についての唱導キャンペーンを組織する必要。・ＡＤＢは，ＤＭＣｓの統計能カー

特に，活動の弱い国のそれ－を開発し，強化するために国際機関と意味のある協力を展望する。

２．ジェンダー統計の整備状況

2.1『世界の女性2005年-統計における前進』は，上に見たアウトプットの点から国際的ま

た各国のジエンダー統計の１９９５年から２００３年までの進展状況を検討した書物である。

ExecutiveSummaryにおける現状の記述は以下の通りである（図があるが省略する)。

「▼人口と入学は！（204カ国中）１８０カ国以上が人口と初等・中等教育入学を報告しており，

広く報告されている。出生，死亡と経済活動については，100から１６０カ国しか報告しておら

ず，広くは報告されていない。賃金，出生と死亡については性別データを報告できない国が多

数にわたる。▼データの報告は地理的地域によって大きく異なる。報告の割合が最も高いのは，

BeDonetoAddｪ℃sstlneWmngs?，,SecondForumfbrAsda/Pacific

Daejon，RepubhcofKo歴ａ

WrongandWhatCan
Statisticians(APEX２）

21-22September2006,
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ヨーロッパであり，アフリカが最低である。他の地域はこの２つの地域の間にある。同様に高

開発諸地域は，さらに多くのデータを報告し，最低開発諸国の報告数は最低である。▼アフリ

カにおいては，優に半数を超える国々が，１９９５年から２００３年の間に少なくとも１回は人口と

初等・中等・高等教育への入学について性別区分のあるデータを報告した。しかし，出生，死

亡および人口の経済的従属性について性別データを提供できたのは３分の１を下回る」(p・iii，

邦訳ｐ・iii)。この書物は，さらにトピックスごとのデータ報告状況を国別に示している。これ

らを経て，ジェンダー統計強化のための１１の戦略を提起したのであった。

これらの戦略の中には，統計の先進国自体がいまだ達成していない点がうたわれている。

2.2昨年１２月の第１回世界ジエンダー統計フォーラムで，例えばRPerucci25は現状を以下

のように描いた。

「(i）前進は非常に遅く，北京以前期の主要な前進は速度を弱めた。

(ii）ＭＤＧｓに向けての前進を促進するために，国家統計システムの開発と強化のためのプロ

グラムをふくむ主なイニシャチブが開始された。それらのどれもジェンダー視角を含める必

要を十分には取り上げていない。

(iii）女性のエンパワーメン卜とジェンダー平等と貧困削減および他のＭＤＧｓの大部分の達

成とをつなげるあらゆる証拠にもかかわらず，ジェンダーは戦略や計画の周辺的構成要素の

ままである。

(iv）国家統計局からの現在の統計の入手可能性は，統計システムが統計生産のすべての分野

にジェンダー視角を統合し，政策立案者にジェンダーに敏感な政策立案に必要な種類のデー

タを提供する点で失敗している。

(v）最近では，開発パートナーが，開発目標を監視するためのデータの欠如を取り上げ，諸

国における政策立案に必要なデータの生産を可能にすることの緊急性は一層明白になった。

(vi）２００６年３月に国連統計委員会は，加盟諸国に対し，資源が限られている諸国のＳＣＢの

緊急の必要性への注意を喚起した。委員会提案のＳＣＢの決議は，０６年７月に経済社会理事会

で承認された。

(vii）新しいのは，ＭＤＧｓが，ニーズを創り出すだけでなく，データとジェンダーに基礎をお

くデータを改善する機会を提供したことである｣。

３ＳＣＢとジェンダー統計強化一留意点と諸課題

3.1途上国援助・技術援助一般の留意点上に見たようにＭＤＧｓから経済・社会の特定分野

での諸課題について国際機関や当該国の取り組みが強化される中で，問題状況の把握，政策立

案と政策効果の測定のために，そして当該国の政策論議がevidence-basedであるために，統計

能力の強化はますます必要とされている。統計的技術援助は国際機関や先進国からの途上国へ

の援助として広く行われており１日本でも二国問あるいは多国に対する活動として，最近は

２５FrancescaPerucci(2006)"BundingStatisticalCapacitytoMonitorDevelopment”Forumon
AfricanStatisticalDevelopmentFASDEVILAddisAbaba，６－１０Februa可はＭＤＧｓとの関連でより一
般的に論じている。
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mCAとの連携でＯＡＤの一環として行われてきた｡日本にあるESCAP統計研修所(SIAP)へも

日本から資金的支援がある。この統計技術援助が被援助国の統計能力の強化に真に貢献してい

るかをめぐって，１で見たように効果的な援助活動をめざして論議があるのである。

実は筆者は，カンボジアのジェンダー統計研修に関与したときに，自分の講義内容を固める

ために，カンボジアの援助に関与した国際諸機関の統計援助，ＭＤＧｓあるいはジエンダー問題

など関連する多くの報告書を読んだことがある。執筆者は援助者側であり，数年がかりの計画

が主要な点に関して行われ成果があったことをうたった無駄のない優れた報告書である.しか

し，カンボジヤからの研修参加者はそれら報告を知らないでいた（－部の報告書を次年には知

っていた)。国際機関また援助国，援助機関はこういった報告書によって，援助の実績を競い

誇示して予算を獲得しているという側面も見逃せない。中には被援助国・機関関係者・研修等

参加者自身がそのプロジェクトの成果をどう受け止めたかを記した評価が含まれている場合

がある。しかし，筆者の疑問は，国の経済の一部が国際機関や先進国からの援助に支えられて

いる場合等々において，被援助者側ないしは研修等の参加者が，成果について，批判をふくめ

てどれだけ率直に書ける位置にいるか，も問われるという点である26.以前に（そして現在で

も部分的に）ＯＤＡが結局，援助側と被援助側（そして問にコンサルタントが介在して）のい

わば談合を通じて，被援助国の支配的地位に居る者のみを益し，援助国企業が事業を受注して

利益が援助国に還元される構造が問題化したことがある［（鷲見一夫(1989)「ODA援助の現実』

岩波新書]。これらの指摘・反省のもとにＯＤＡ原則や評価・監視の仕組みが一定程度整ってき

ている。その上で，特に事業計画とその評価が詳細に行われるようになった。今日大学その他

に広く行きわたっているいわゆる「評価機構」の初期の重要な対象はＯＤＡであった。とはい

え，この評価が十全といえるか，大学等の評価の一部がそうであるように，外面的形式的装飾

に終わっていないか，｝まどうなのか。援助機関側が被援助国・機関の有能な職員をヘッドハン

ティングし，援助者側の現地との連携体制・報告書づくり等は整う一方で，被援助機関側がに

マイナスの影響を与えているという話も聞いたことがある。

問われるのは，この援助活動が，被援助者側の自立的能力を高めているのか，である。この

ため，技術援助―その一環としての統計援助ないしジェンダー統計援助一に関わる論議では，

被援助者側の自立的能力の高まりを問うようにもなってきている。自立的能力の高まりはある

だろう。しかしＳＣＢが効果的・効率的に実施されているかに関しては，１．４２のＡＤＢの指摘

がかなりあてはまるというのが筆者の考えである。1.4.1でみた国連統計委員会での論点の多

くもこの問題があることを示唆している。こういいた統計的技術援助を組織するのも大変な作

業である。非効率を残しながら，なお被援助国・機関側に前進があるなら，講師として関わり，

自分に関する限りは，できるだけ有効な研修内容に努めるというのが筆者のスタンスであった。

3.2統計能力そしてジエンダー統計能力強化：研修第一に，国際的要請として途上国に

おける統計能力の強化は緊急のものである。多面的な援助協力・協力が必要であり，この援助

２６BishnuD.Ｐant(2006)"StatisticalCapacityBuildinginAsiaandPacificCountries:ＷｈａｔＨａｓＧｏｎｅ
ＷｒｏｎｇａｎｄＷｈａｔＣａｎＢｅＤｏｎｅｔｏＡｄｄＩ℃sstheWrongs?”SecondForumfbrAsia/Pacific
Statisticians(APEX２）

21.22September2006,Daejon，RepubhcofKo１℃ａ
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}ま，被援助機関側の自立的発展を促す形で適合的また効率的であるぺきである。

第二に，この統計技術援助の一環に，ジェンダー統計援助が組み込まれるべきである。途上

国開発は，ＭＤＧｓを世界が承認しているとおり，女性の地位向上・エンパワーメントを不可欠

の構成部分とする。これに照応してジェンダー統計の強化一ジェンダー統計援助一が統計援助

の一部として不可欠である。

第三に，問題点は，日本をはじめとして先進国の一部で，ジェンダー統計が国の統計制度・

活動の中に適切に位置づけられ(メインストリーミング化され)ておらず，これにも影響されて

統計技術援助の不可欠な部分にジェンダー統計援助が位置づけられていないことである。日本

について見るなら，統計技術援助とジェンダー統計援助は，それぞれ別個に行われている。こ

れは結果的には相補いあっているようにも見えるが，両者間の連携がないため，双方に弱点を

生んでいるというのが筆者の観測である。すなわち，一方でジェンダー統計視角の希薄な統計

援助があり，他方で，国際的・国内的統計制度・統計活動・統計手法の今日的状況を把握しな

いジェンダー統計援助である。特に後者に関しては，途上国における資源不足下でジェンダー

統計の充実をどう進めるかの問題抜きには指針は示しえない。ここでは，統計の品質，２０１０年

人ロセンサス・ラウンドのガイドライン，世帯調査のジェンダーリング，ミクロデータ，行政

資料からの統計作成，インターネット調査，簡易調査，統計活動でのICTの活用等々，先進国

をふくめて論議されている今日的な統計の問題を途上国向けに適応させた論議の蓄積が前提

されなければならないコジェンダー統計における援助の組織者はジェンダー問題に関しては詳

しいが，これらの統計の問題には疎い可能性がある。勿論，ジェンダー統計援助におけるこれ

ら弱点は，組織者に向けて指摘していれば良いのではなく，我々統計研究者の問題である。

3.3ジエンダー統計援助の内容と体制１９９０年前後以降の国際的ジエンダー統計援助活動

の優れた成果がＥ】]g巴jTd腹mngszazjszjな８（邦訳『女性と男性の統計論』）であった。今，国連統

計部を中心にこの書物の第２版が準備されつつある。第２版には大いに期待するが，第１版が

若干の弱点を持っていたこと（この連載の第Ｖ回でその一部にふれた）と併せて，これらテキ

ストによって地域的特殊性を持つアジア・太平洋諸国その他でのジェンダー統計援助（研修）

の内容をすぺて満たすことはできないだろう。これまでのわずかの経験によってであるが，研

修の今後の充実に向けて幾つかの点を簡単にではあるが指摘しておく【自治体ジェンダー統計

をふくめて国際的研修のための教材等はより詳細に準備する必要がある】・体制に関しては，

142のＡＤＢによる検討と対処策の多くがあてはまることも指摘し，前提したい．

3.3.1内容(1)予備知識。研修・ワークショップの目的（概論か特定問題か)，参加者の状況

（人数，国別等）によって内容は違ってくるが一般的には以下についての予備知識が必要だろ

う。①当該国の統計制度・活動の状況，②当該国のジェンダー問題状況を宗教・文化・社会と

の関連で，おさえておく。③このためには，『世界の女性-2005』やGenderInfb等の国際的出

版物やウエブサイト・データベースが一定の情報を与えてくれる。実は，その研修が継続的な

ものであるなら，過去における参加者からのCountryReportがあるし，研修参加にあたって

提出されていることもある。④国際的あるいは当該地域，隣接諸国での問題に関するＢｅｓｔ

PracticeやＧｏｏｄPracticeを把握しているなら，説得力を増す。

(2)内容。以下の内容と論点順序が考えられる。①ジェンダー統計の働きと必要性。→②各国や
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地域のジェンダー統計の整備状況（『世界の女性2005』，世界ジェンダー統計フォーラムでの

冒頭報告，地域経済委員会からの報告)。→③問題別研修（i)ここでは，国際的にセンサス，

世帯調査，農業統計，労働統計，ICT，そして統計制度等のジェンダーリングをめざす取り組

みや報告・論文が専門機関（ILO，ＦＡＯ，ＷＨＯ）や研究機関等から広く公表されている点を

把握したい。（ii)特定問題に関しても，国際的・国内的到達点と自らの経験・研究を織り込むこ

とが必要である。→④途上国ジェンダー統計の充実をめぐる主要問題：(i)国家統計機関の中で

のジェンダー統計の必要性認識の弱さ，（ii)国家自体，国家統計機関自体の資源制約の下での統

計活動・ジェンダー統計活動強化の諸方策，（、)簡易な統計生産法の開発，（iv)ミクロ統計，行

政記録の活用，レジスター統計への移行？(v）「統計の品質」基準等の導入―このうち，特に(i）

～(iii)が焦点になる可能性が高い。

3.3.2体制研修の体制に関して，である。多くの研修組織論が組織者自身によって語られて

いるので,研修講師との連携で幾つかを指摘する｡厩霊FFTiﾏﾖｰ(1)講師への事前情報の提
供。①研修の狙い（具体的に)，②)研修の全体構成，③参加者選定経緯，④参加者に関する情

報：(i)参加者の国の状況，（､)参加者の地位，（in)この問題での経験と予備知識，（iv)当面のニー

ズーについて。（V)長期の研修の場合―何が研修参加者の疑問・関心・ニーズの変化。(2))評価

システムと研修参加者の評価の講師への伝達。(3)過去の記録の蓄積一文書化と活用。Ｌ４２の

ADBの指摘では,研修教材を収集してウエブサイトに示し経験を共有することまでを提起して

いる.理想的な形かも知れない。とはいえ，教材の公開などについては著作権等が関わり，条

件付き公開もありうる｡廉汗ＴＦヨー上記の331の(1),(2)で示した点をふまえての研修
が要請される。ジェンダー統計研修の講師には統計の非専門家が関与することがあろう。統計

専門家をふくめて，講師の教材・経験交流ないし研修によって，講師陣もエンパワーすること

が必要であろう。３．３に関しては更に詳細な論議が必要だが，長くなるのでここまでにする。

ジェンダー統計研究（15） 無償労働の評価をめぐって－①概論一

はじめに無償労働および無償労働の測定・評価というトピックは，１９８５年の第３回国連世

界女性会議（ナイロビ）から１９９５年の第４回国連世界女性会議(北京)にいたる前後の，いわ

ば国際的(国内的)女性運動が活気をもって展開していた時期に，中心的検討課題におかれてい

たといえる．しかし，１９９０年代後半以降，無償労働の評価論議は，国際的にはかってほどにぎ

やかに論じられることはなく，日本の政府レベルでの取り組みは，経済企画庁の計算を最後に

停止されてしまっている。筆者はかってインストローでの活動の紹介その他でこのトピックに

ふれているが，本連載シリーズではとりあげずにきた。２００８年１月にEurostatによる世帯サ

テライト勘定の方法試案27を翻訳・公刊した経緯もあり，この問題を長く研究している橋本美

由紀会員とはここ数年意見交換をしてきているので，以下の多くを橋本会員のfindmgsにヒン

トを得ながら，無償労働の評価問題をめぐる国際的現状等を概論的に述べることにする。文章

を進めてみて最終部分は不十分なので，次回にさらにこのトピックをとりあげたい。

2７伊藤陽一(2008)｢Eurostat世帯生産と消費一世帯サテライト勘定の方法の提案｣(翻訳とあとがき）『統計研
究参考資料』No.9８
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１．無償労働の評価問題

ここで無償労働とは，その労働によって，貨幣あるいは現物の報酬を受け取らない労働を意

味し，具体的には世帯員自らが行う家事・育児・介護やボランティア活動をさす。この無償労

働は，賃金・俸給を受ける雇用者や，売り上げによって収入を獲得する自営業における労働で

ある有償労働と対比される。有償労働と無償労働の境界線近くにある労働の区分はもちろんあ

る。この労働と並んでさらにその基礎にある人間の行動・活動一般との関係もおさえておくべ

きである。広い人間の活動の中には労働と趣味・娯楽活動や性行為などがある。ここで労働は

「人間の肉体すなわち生きている人格のうちに存在していて，彼が何らかの種類の使用価値を

生産するときにそのつど運動させるところの，肉体的および精神的能力の総体」（『資本論』）

である「労働力」の発動ということにしておく。上の規定の使用価値の生産にはサービスをふ

くめる。この労働が，商品経済が進んだ歴史的な一定の時期に，有償労働と無償労働にわかれ

る。【資本-労働関係が成立するとともに労働力は「労働力商品」になる】（理論的には，荒又

重雄(1968)28-INSTRAW(1995)29-大竹美登利(2000)30-大沢真理(2007)31)。

人間の生活は，人間活動によって構成されており，この生活は労働によって支えられている。

したがって社会の維持・発展において有償・無償を問わずに労働は不可欠である。そこで，有

償労働と無償労働とが全体としてどう関連しながら社会を支えているかが，社会を考えるとき

の基本にある。このため，経済学のかなりが，無償労働と関連付けながら市場経済を位置づけ

たうえで，市場の諸関係に説き及んだのであるが，２０世紀半ば以降の経済学．社会科学の主流

は，無償労働を片隅におき，あるいは無視した論議を進めるに至った。

他方で，（i)この無償労働を担っているのは，世界中で，また特に日本において圧倒的に女

性であり，（ii)この貢献が経済・社会科学理論をはじめとして，国や地方の諸政策において無

視され，（iii)無償労働であって収入を得ることがないこと，また私的労働として個別的・不

可視的であって陽表的な社会的関係下にないこと篝によって，世帯や社会での重要な意思決定

にもつながらず，女性の地位を低いものにとどめてきたことが，問題視された。これが，国連

世界女性会議を挟みながら，フェミニスト経済学やジェンダー論で大きくとりあげられ，

ＵＮＤＰをはじめとする国連諸機関において大きく取り上げられたのであった。

すなわち，有償と無償労働の相互関係をふくみつつ社会．経済の総体を把握し，さらに税．

予算など関連する制度・政策を検討するため，また女性の地位の向上のための認識を広げ，諸

政策につなげるために，無償労働の可視化が必要とされたと言える。そして，無償労働量を貨

幣額で把握するための方法がインストローその他で論じられてきたのである。

２．世帯サテライト勘定一無償労働の貨幣評価の勘定体系への途

2.1経過無償労働の評価に関する国連世界女性会議の文言は1985年のナイロビの将来戦略

犯荒又重雄(1968)『賃労働の理論｣亜紀書房

２９INSTRAW(1995),ノリbas…ｍｅ"Za"ｄＰ面ﾉﾛaZjbno'UiTpa皿Ｃｂｎｍｂｕ碗njAccounLmgnhmu鉢

７Ｘｍｅ“e“dOuUiP“SantoDomingo:ＩＮＳＴＲＡＷ、

３０大竹美登利(2000)｢生活時間とアンペイドワークの評価｣伊藤セツ編著『ジェンダーの生活経済論』第８章,ミ

ネルバ書房

３１大沢真里(2007)『現代日本の社会保障システムー座標とゆくえ』表1(p､27)，岩波書店
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文書は｢開発におけるすぺての側面と部門への女性の有償の,そして特に無償の貢献を確認し，

この貢献を，国民勘定と経済統計，そして国民総生産において，測定し，反映するために適切

な努力がはかられるべきである。農業，食糧生産，再生産および世帯活動における女性の無償

の貢献を数量化するために，具体的ステップがはかられるべきである」（120項）であった。こ

れが１９９５年の北京行動綱領の「（､）国民勘定に含まれない無償労働を数量的に測定し，中核

的な国民勘定とは別個ではあるがそれと調和したサテライト（補助的）勘定又はその他の公的

勘定（Ｏ笛cialAccounts）にその価値を正確に反映する方法の改善に努めること」という表現

になった。

１９８０年代から１９９０年代にかけて,国連ＳＮＡの中心部分への無償労働の価額をふくめるぺき

ことを求めて激しい論議を表明したＭ・ウオーリングの論議にもかかわらず，1995年の北京会

議では「サテライト勘定」として計算することにとどめられたのである。吹項でとりあげる日

本の経済企画庁の委員会に参加したフェミニスト研究者はＭ・ウオーリングを参照していたと

考えられるが，企画庁の計算結果と公表をめぐって内部分裂的様相と見える形になってしまっ

た。

この経過に関しては，日本ではこれまで明示されていなかった点の橋本美由紀氏の発掘によ

れば，それまでの６９年ＳＮＡから９３年のＳＮＡ改訂に至る過程で，国連統計委員会では１９７０

年の半ばから改訂論議を開始して，ＳＮＡの生産境界その他多くを，６９年ＳＮＡの基本的枠組み

のまま維持することが決められていた。そして，特に1986年１０月にインストローの専門家グ

ループが国連統計委員会に提案し，１９８７年の第２４回委員会での検討，１９８９年の第２５回委員

会にはインストローのメンバーも参加して結論をみたことである。そこでは，経済における女

性の役割の理解を改善すること，女性の経済的地位の不公平を修正することの重要性を認め，

性別データの不足にふれ，サテライト勘定による表現にも大きな問題があり，近い将来に完全

に解決できると期待するのは非現実的であること，生活時間調査の充実の必要を指摘していた。

すなわち，無償労働の貨幣評価はサテライト勘定とすることについて了解がついていたのであ

る。したがってすでに国連レベルで,無償労働の貨幣評価部分をＧＮＰあるいはＧＤＰに加算す

るのではなく，中核勘定の外にサテライト勘定としてとりあげることが定められていた【もっ

とも９３SNAではサテライト勘定において無償労働を貨幣評価することについては必ずしも陽

表的な文言になっていない】。

これによって北京行動綱領での上述の表現になり，１９９５年前後からインストローでの研究が

あった。そして，日本の経済企画庁が無償労働の貨幣評価をいち早く試み，ヨーロッパでサテ

ライト勘定の研究が進んでいる。２０００年代には，オーストラリア，カナダ,ニュージーランド，

韓国，南アフリカ，バスク地方，英国，フィンランドで行われ，この中でEurostatが方法論

の試案の提起を行っている。

2.2Eumstatのサテライト勘定の方法論試案（2003）世帯生産とは｢世帯内の世帯員によっ

て，その無償労働を耐久財および非耐久消費財と結びつけて生産した財とサービスを意味し，

このアウトプットは市場取引を経由することなく世帯で使われる。したがって，それは世帯非

市場生産と呼ばれる｣。この世帯生産をサテライト勘定に示したものが世帯サテライト勘定

（ＨHSA）である。この文書は，ＨＨＳＡを作成するガイドラインの提示をめざして2000年1０
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月に設置されたタスクフォースによる検討結果文書であり，意見の相違等があり，最終勧告を

示すものではないとされている。このタスクフオースには，Ｌ､ゴールドシュミット・クラモン

（LuisellaGoldschmidtClermon）やイリス・ニエミ（IrisNiemi）他の女性の地位向上に関

心を持つ高名な女性研究者をふくむ男女半々程度の１４名からなっていた。

筆者は，この方法論書と英国ＯＮＳの実数値を示した文書32の２つが，ＨＨＳＡの作成と諸問

題を把握する上で好適とみている。Eurostat文書はアウトプット法とインプット法，世帯生産

の把握における輸送と育児の問題，採用賃金における粗と純，世帯生産における中間消費と固

定資本，税と補助金の扱い等の問題をとりあげている。とはいえ，その内容をたどることはせ

ず，筆者の注目した若干の点のみを示す。

第一に，上記のメンバーによるものだが，サテライト勘定の目的や用途に関して，世帯生産

と市場部門のシェアの比較，両者問のトレードオフ関係の検討が語られているが，女性の地位

の向上といった文言はない。第二に，ＨHSAの範囲として３つの選択肢をあげている。望みが

大きくなる順序で叙述するとして，(1)最も限定された選択肢一無償労働だけを評価するだけの

もの，（ii)世帯の生産・所得発生勘定，（iii)勘定のつながりを求めるもの，世帯の市場所得と消

費も（別々に）示して，拡大した世帯可処分所得と拡大した消費の計算（ＳＮＡではＳＮＡ生産

と非ＳＮＡ生産の合計を拡大生産とみる)，さらにＳＮＡの他の勘定とのつながりに進むもの，

である。第三に，主たる焦点は，世帯生産の貨幣的測定におかれたが，物的測定を使用する可

能性も取り上げた，としていることである。

以上のうち，第二の(i)限定された選択肢，さらには(､)世帯の生産・所得発生勘定と物的測定

を組み合わせると，投入時間による測定がクローズアップされてくること，言い換えると，生

活時間調査の結果による分析の有効性を指摘していること，になる。この点に下記の４で述べ

ることとの関連で，それなりの興味を持った。この物的評価については５で改めてとりあげる。

３．日本における－経済企画庁の1990年代後半の計算をめぐって

経済企画庁(現在の内閣府総合経済社会研究所一ESRIの前身)は,北京女性会議直後の1996

年から全国に関する無償労働の貨幣評価にとりくみ，ついで介護・保育をとりあげた。これは

国際的にみて最も速やかであったと思われる。その全国に関する結果は，雑誌『国民経済計算』

に示され，周知のように「あなたの家事のお値段はいくらですか』にまとめられ出版された。

内容的には，方法では，社会生活基本調査によって無償労働時間を出し，対応する時間あた

り賃金額を乏しい資料から取り出して乗じるというインプット法によるものだった。取り上げ

る賃金によって３つの計算法（機会費用法，代替費用法一スペシャリスト法，ジェネラリスト

法）に分けて計算されていた。３つの方法のいずれであれ，とりあげる賃金が現実の何らかの

反映であれば，賃金の男女格差によって貨幣評価額が相対的に低い数値となることは当然であ

った。1996年の結果は7ト116兆円で，対ＧＤＰ（国内総生産）比では約15~23％の規模とされ，

その比率は過去に比べ若干増加していると述べている。無償労働の区分Bljも算出されていた。

手法別の評価額のそれぞれが，使用・分析目的にそって適宜使用されるように，という趣旨の

３２橋本美由紀(2005)｢イギリス国家統計局(ＯＮＳ):世帯サテライト勘定の(試験的)方法論｣(翻訳と訳者あとがき）
『統計研究参考資料』No.９１
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ものであった。この書物の内容は，その早い取り組みと多様な使用目的にそって計算結果を示

すという，クールなものだったといえよう。

しかし，上に示した表題の書物として公表されるとともに，批判的論調のコメントが，この

計算に関する委員会の女性メンバーをふくめて幾つか出された。

この論議について，清水澄子は｢ジェンダーの視点から統計を見直すことが，人間活動全体

の把握と評価につながり，雇用と経済の新たな活性化を示唆する重要な問題提起になる」とす

る意見と，「企画庁でやることはジェンダーの視点とは関係なく，アンペイドワークのサテラ

イト勘定の試算をすることである」とする意見が最後まで平行線のままであったとした。前項

でみた９３SNAの制定過程からみれば，経済企画庁サイドがまずはサテライト勘定の試算を行

うことに問題を限定していることは自然の流れともいえる。1990年代後半のこの計算をふまえ

て，さらに貨幣評価の計算を精繊化し，あるいは多様な政策との関連におよぶ推計が，企画庁

一総合経済研究所に望まれることなのであるが，その後の作業は，先の企画庁計算に関わって

いた浜田浩児（2006）３３あるいは科学研究費プロジェクト(2007)34が民間に場を移しあるいは研

究者として研究を継続しているにとどまり，内閣府によるとりあげとなってはいない。先の推

算の後の批判的論評が影響しているとすれば残念なことである。筆者は，２００２年に内閣府男女

共同参画会議・監視．苦`情処理専門調査会の委員のとき，ESRIからのヒアリングの際に，先の

推計も１ステップであり，推計の継続を希望する発言をしたのだが。

４.無償労働評価と政策の連携

どの無償労働の評価法を採用するかは，当然，どのような政策を目的として無償労働の評価

をするかに依存するだろう。無償労働の評価論をふりかえると，無償労働の評価方法論と政策

との結びつきを論じたものは意外に少ないし，わずかにある論議35も，具体性においてなお不

十分であると思われる。

そこでは，家族政策(保育所他)，所得政策（課税１社会保障，年金等)，労働市場政策(機会

均等，雇用促進，賃金政策，労働時間･休暇等の政策)等々が論じられている。留意すべきは，

これら諸政策がその先に描く福祉国家･社会のタイプ（北欧型から合衆国型にいたる）や，前

提する家族モデルは（家父長モデル，個人責任モデル，社会責任モデル）のいずれかが問われ

るという指摘があることである。

３３浜田浩児(2006)｢無償労働と所得分配一収入階層別の無償労働額と貨幣評価｣『季刊家計経済研究』
No.６９

３４代表有吉範吉(2007)『無償労働に関するＳＮＡサテライト勘定の構築と当該勘定へのＣＧＥ分析の適用』[平

成１５．１８年度科学研究費補助金(基盤研究(A))研究成果報告書

３５①Swiebel，Ｊｏｋｅ(1999)［/hpaノゴＨ６１ｑｌｒａｎｄ汎DZjとりWhAmg:乃晦f9ds日Bmadb形｣Ｐｂ…eckj”｡'lW6hk
a"dEmp1bymentUnitedNationsDESA-DiscussionPaperNo4（STﾉESA/1999/ＤＰ4）②ＡＰＥＣ(1999）
LmA臼9℃sa9t昨enP画jｿﾞandLhpajｿﾞﾘｲb雄mHUmanRむsDuJ1cSPhZiとXy1ReportontheAPECHRD

NEDMPInOjectandConfb塵nce．（その主要部分を，橋本美由紀・伊藤陽一訳(2001）「無償労働と有償労
働のつながり」『統計研究参考資料』No.７１がとりあげた｡)，③UmtedNations(2003)ﾉhZagmtmgDhPajｿﾞ
ﾘｲﾓiJgkmtmM日tmnaﾉPbZJUjbs・ＳＴ/ESCAP/2236.Thailandなど。
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ところで,女性の地位の向上のための諸政策は，ヨーロッパ諸国_特に北欧諸国_，カナダ，

オーストラリア，ニュージーランド等で日本よりはひとまわり早く立案・実施され，それぞれ

に成果をあげてきた。この結果，日本における男女平等の位置は,世界経済フォーラムのＧｊＯ６ａＩ

ＧｍｄｂｒＧａｐＲと】Dom20d8の世界ジエンダー格差指数によれば，前年の世界９１位から９８位に

順位を落としている。日本はこの点に関して「後進開発途上国leastdevelopedcounty」であ

る。男女平等「先進国」では，無償労働の貨幣評価が早くから行われたわけではなく，生活時

間調査も日本よりは遅れて実施されている。

しかし，これら諸国では，日々の生活の営みの中で，無償労働担当の性別不均衡とこれによ

る女性のエンパワーメントの弱さと発展そして意思決定の場への進出の立ち遅れは，人々そし

て女性が日々経験していて明白なのである。ここで，小規模調査による分析さらに無償労働評

価が大雑把であっても行われて，すでに自明な性別不均衡が追認されたとしても，これによっ

て男女平等政策の必要性が認識され，推進されるということではないように思える，無償労働

の評価の前に，不均衡の是正は推進されている。したがって，Eurostatでの関心が，むしろ社

会や経済の運営における有償労働と無償労働のシフトをふくむ相互関係等の把握に狙いを置

いている方が，より進んだ大きな枠組みにたっているとも言える｡ここでは，経験的に明らか

な，無償労働負担の不平等を是正されるべきと認識する人々・社会のセンスの違い（儒教など

宗教・道徳観と家族・学校・社会を通じての性別役割分担意識の固定と再生産，あるいはその

変革志向）と，政策当局のリーダシップ（これに影響する意思決定部門での女性のプレゼンス）

の強弱等が問われる。

他方で男女平等に関する開発途上国・後進国では，ステップとして，①人々にまず負担の不

均衡を示し，②この不均衡が男女の発展や社会・経済の運営の支障になることを示し，③この

支障を除去して男女平等を進める制度変更や財政措置等の筋道や効果を推定すること，がある

だろう。問題は，無償労働の評価がこれらの諸ステップにどう貢献しうるか，その場合の無償

労働評価の内容(経済全部門か特定無償労働部門か，どの評価方法か等)は何かである。ESCAP

による(UnitedNations，2003)は，政策の第一に，国家統計システムに無償労働の測定を統

合すること，を掲げてサテライト勘定の作成や生活時間の実施の必要を論じている。これは男

女平等の開発途上国・後進国では，上記のステップ①の作業をともかくも進めることを重視し

ているということだろう。無償労働の評価は，男女平等を目指す場合には上記の②や③に進む

ことによって，他方，社会･経済のより広い分析や政策のためには，性別の有償労働と無償労

働の相互関係の検討に立ち入ってこそ有意義になるだろう。

ここでもう一度，物量による無償労働評価の可能性を指摘しているEurostatに戻る。

５．物的評価の重要性一Eum8tat文書にそくして

Eumstat文書による指摘２．２でふれたEurostat文書の4.2.1から主な点を引用･要約する。

①「29.世帯の市場生産の主な要素（アウトプットⅢ労働投入）は，貨幣価値を与える基礎で

ある市場取引がないので，物的単位でしか観察できない。このことは，結局は貨幣評価を意図

していても，第一のステップは，物的表現においての測定であるべきことを意味する。物的表

現による測定は，必然的に多様な測定単位一例えば，提供された食事数，輸送距離，洗濯物の

堂，サービスが提供された時間(例えば，育児時間)－に基づかなければならない。しかし，そ
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れらの尺度は同一単位にすることはできない。他方で，労働投入は，ほとんどが労働時間によ

って測定される。．・・・」

②「３０．．．世帯の（ＳＮＡやＥＳＡに示されるような）貨幣勘定の完全なつながりの作成は，

必ずしも世帯サテライト勘定のすべての目的に仕える唯一の選択ではない。例えば，勘定の完

全なつながりは，市場と非市場の間の移行の分析に必ずしも必要ではない。２つのセクターは

また労働時間に基づいて比較することができる。・・従って，物的データは，目的がこの基準

によって達成できる（すなわち，ジェンダー間の分業）時には，優先されるべきである｡」

③アウトプットやインプットの局面での合計は(時間単位での労働投入を除いて)不可能であ

る点が物的データによる分析の限界である。他の狙いの場合には，物的および貨幣的部分はサ

テライトシステムにおいて相互に補い合うべきである。

④「33.使用総時間から離れると，貨幣尺度によるよりも詳細に・・・生産的活動に費やされ

た時間を示すことが可能になり，国民勘定による労働量の計算とのつながりをつけることが可

能になる｡」

物的評価，特に投入時間による評価時間の投入量のみによる評価の場合には，その時間内の

生産や活動の生産性を反映しないという限界を持つ。しかし，上の引用･要約で語られている

ように，貨幣評価の基礎になり，無償労働評価のかなりの目的に応えることができるというの

である。日本の生活時間調査である「社会生活基本調査」はアフタコード方式で，詳細な集計

表を用意するに至ったし，さらにミクロ統計分析にも供されている。この結果にもとづく説明

や分析もかなり見られる.貨幣評価やサテライト勘定に立ち入る前に，生活時間調査にとどま

って，無償労働と有償労働との関係や女性の地位との関係をその利用限界までつきつめてみる

必要がある。（つづく）
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